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 は じ め に 

    

世田谷は、国分寺崖線をはじめ、多摩川や野川などの多くの河川や湧水、農地や屋敷

林、社寺林など、長い年月をかけて育まれてきたみどりと共に、90 万人が暮らす住宅

都市へと発展してきました。先人から受け継いだみどりに恵まれた住環境は、世田谷の

魅力となっており、子どもや若者の世代へ引き継いでいかなければなりません。 

そのため、このような世田谷の特徴を知り、守り、活かしながら、環境と共生し、安

全で快適、魅力あふれるみどりの住宅都市・世田谷の実現に向けて、区制 100 周年とな

る 2032 年に、みどり率 33％の達成をめざす「世田谷みどり 33」を進めています。 

  

2011（平成 23）年度のみどり率は 24.60％でしたが、2016（平成 28）年度には

25.18％と、約 0.6 ポイント上昇しました。農地や民有地などで失われたみどりはあり

ましたが、みどりを大切に守り、生長させたことや、新たなみどりを創出したことが、

みどり率の増加につながりました。区民や事業者、区など、みどりにかかわる様々な主

体の取り組みの結果です。 

  

世田谷区は、基本構想に 9 つのビジョンを示し、この中で、住みやすいまち、健康で

安心して暮らせるまち、災害に強いまち、環境に配慮したまちの実現をめざすこととし

ています。そのためには、みどりの量と共に、みどりの持つ環境・防災・レクレーショ

ン・景観などの様々な機能を大切にし、増進させるよう、みどりの質を向上させていか

なければなりません。 

 

「みどりの基本計画」は、これまでの成果を踏まえつつ、「世田谷みどり 33」の実現

を目標に掲げ、先人から受け継いだ豊かなみどりを次の世代に引き継ぎ、より豊かなみ

どりが将来にわたって実感できる街づくりを、区民、事業者、行政が同じ意識のもとに、

知恵を出し合い、力を合わせて、取り組みを加速させ、実践していくものです。 

 

街の中にみどりを確保する考えから、“みどりの中にある世田谷の街”へ、みどりが主

体の街づくりを進めていきます。 
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第❶章  

計画の基本事項 
 

１．世田谷区みどりの基本計画とは 
（１）世田谷区みどりの基本計画の役割と効果 

①みどりの基本計画とは 

「みどりの基本計画」は、都市緑地法に基づき、世田谷らしいみどり豊かな住環境を守

り、創り出すために、将来像、目標などを定め、区民や事業者と協働してみどりの保全や

創出を推進するために、施策や取り組みの全体像を示した計画です。 

みどりの保全や創出は、区の土地・建物のみどりだけでなく、区民や事業者のみなさん

の土地・建物のみどりを含めて、計画的に進める必要があります。「みどりの基本計画」は、

区民・事業者・区が連携・協働して、みどりの街づくりを推進するための指針となります。 

計画では、樹木や樹林地の保全や水環境の維持・回復、農地の保全・活用、公園緑地の

整備、街路樹の整備、公共施設や民有地の緑化推進、区民や活動団体、事業者が実施する

みどりに関する活動の推進など、様々な取り組みを対象としています。 

 

②みどりの基本計画策定の効果 

「みどりの基本計画」の策定により、みどりの将来像の実現に向けて、様々な主体と連

携して、効率的・重点的に事業を推進することができます。 

 
（２）計画における「みどり」 

本計画で対象とする「みどり」は、樹木、樹林地、草地、水辺地、動物生息地、農地そ

の他これらに類するもの及び地下水又は湧水とが一体となって構成された環境と、人との

関わりによる文化や歴史的なみどりの要素を含めて捉えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

樹木 

水辺地 

 動物生息地 

樹林地 

草地 

地下水・湧水 

 人との関わり 
によるみどり 

■計画における「みどり」 

農地 
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■計画の位置付け 

 
都市整備方針 

基本計画 
基本構想 

生きものつながる世田谷プラン 
みどりの基本計画 

都市緑地法 

みどりの基本条例 
環境基本計画 

みどりの行動計画 
地球温暖化対策地域推進計画 

 
風景づくり計画 

 

・・・ 

農業振興計画 
 

整合 根拠 即す 

豪雨対策基本方針 
 

２．計画改定の趣旨 
（１）計画改定の目的 

世田谷区は、2008（平成 20）年 3 月に、2032 年に「世田谷みどり 33」として、みど

り率 33％を達成することを目指し、「世田谷区みどりとみずの基本計画（2008（平成 20）

年度から 2017（平成 29）年度）」（以下「前計画」）を策定しました。 

今回の改定は、前計画の計画期間の終了を受けて、引き続き、みどり率 33％の達成を目

指し、各種計画との整合を図るとともに、より一層みどりの施策を総合的かつ計画的に進

めていくため、「世田谷みどり 33」の実現に向けた取り組みの方向を明らかにすることを

目的とします。 

前計画の名称は「みどりとみずの基本計画」としていました。本計画は、「みどり」に「み

ず」を含めて、その他の様々な要素を含む環境を総合的に扱うものとして、計画の名称は

「みどりの基本計画」とします。 

 

（２）計画期間 

計画の期間は、2018 年度から 2027 年度までの 10 年間とします。 

 

（３）世田谷区みどりの基本計画の位置付け 

本計画は、都市緑地法に定める「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」であり、

世田谷区みどりの基本条例に基づく「みどりの保全及び創出に関する基本計画」です。ま

た本計画は、世田谷区基本構想・基本計画を上位計画とし、都市整備方針に即し、環境基

本計画や生きものつながる世田谷プランなどの関連する様々な計画と整合を図ります。 

世田谷区みどりの基本計画を推進するため、世田谷区みどりの行動計画を策定し、区の

実施計画に反映します。 
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３．「世田谷みどり 33」をめざして 
（１）「世田谷みどり 33」のめざすもの 

本計画では、「世田谷みどり 33」として、区制 100 年となる 2032 年に、みどり率を

33％、つまり区全域面積の１／３に相当するみどり面を確保することにより、安全、快適

で魅力に富み、環境と共生する世田谷を形成することをめざしています。これは、国が定

めた緑の政策大綱（平成６年）などにおいて、豊かさと潤いを実感できる生活を実現する

ために「市街地における永続性のある緑地の割合を３割以上確保する」ことが目標とされ

ていることなどを踏まえ設定したものです。「世田谷区基本計画」においても、「世田谷み

どり 33」をめざすこととしています。 

みどり率 33％が実現した姿は、昭和 50 年頃の世田谷や、現在みどり率が 33％以上の

砧地域の一部の区域などでイメージすることができます。しかし、現状からみどり率 33％

を達成するには、砧公園 12 個分に相当する面積のみどりを、今あるみどりを守りながら、

新たに創出する必要があります。同時に、みどりの持つ多様な機能が、十分に発揮できる

ように努め、安全で快適な生活環境や生きものの生息に配慮した環境を確保することが大

切です。 

都心に近い住宅都市世田谷にあって、このようなみどりを確保し、みどり率を上昇させ

ていくことは容易ではありませんが、区だけでなく、区民・事業者も含めて、すべての主

体が結束し、その力を結集していくことで、達成することができると考えます。 

その意味で、「世田谷みどり 33」は、世田谷の街を支える良好なみどりを、みんなで守

り、つくり、育てていくプロセスを大切にした運動であり、みどりと関わるみんなの運動

を持続させながら、みんながみどりの豊かさを実感し、みどりのある暮らしを楽しむこと

をめざす目標です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

樹林地 草地 農地 
宅地内 

の緑 
公園 樹木 水面 

 

●みどり率について 

この計画では、みどりの量をあらわすために、「みどり率」という指標を用い

ています。 

みどり率は、東京都が策定した「緑の東京計画」を推進していく指標として

設定されたもので、樹林地、草地、農地、宅地内の緑（屋上緑化を含む）、公園

（植物の緑で覆われていない部分を含む）、街路樹などの樹木、河川・水路など

の水面を合わせたみどり面の面積が地域面積に占める割合を示したものです。 

 

みどり面 

地域面積 
×100 

■みどり率 
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（２）改定の視点 

上位計画である世田谷区基本構想・基本計画では、区民や事業者と協働して、農地、屋

敷林といった武蔵野の風景をはじめとしたみどりを保全・創出し、その質と量の向上を図

るとしています。 

今回の計画の改定にあたっては、上位計画等に即し、関連する計画と整合を図るととも

に、「世田谷みどり 33」の意義を今一度確認し、その実現をめざした取り組みをより一層

進めていくために、以下の３点を視点として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■緑被・みどり面・自然面のとらえ方 

※自然面･･･建築物などの人工物に覆われていない土地 

竹林 樹木 

水面 

公園 樹木 
（樹林地） 

裸地 

屋上緑地 

草地 農地 

園地 

みどり面 

自然面 

緑被 

裸地 広場

2016（平成 28）年度のみどりの資源調査では、みど

り率は 25.18％であり、引き続きみどりを確保していく

必要があります。このため、前計画を基に進めてきた施

策を検証し、みどり率 33％を達成するための取り組み

を強化するという視点で計画を改定します。 

安全で快適なくらしの実現や、生物多様性の確保など

を支えるみどりを確保するために、みどりの持つ多様な

機能が十分に発揮できるよう、みどりの質をさらに向上

をするという視点で計画を改定します。 

みどりを保全・創出し、次世代へ残していくために、

区民・事業者・活動団体などの多様な主体や多世代の

人々の英知を結集し、連携して取り組んでいく環境をつ

くるという視点で計画を改定します。 

みどり率 33％ 
の達成のために 

みどりの質の 
向上に向けて 

区民との協働 
を推進する 
ために 
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雨水の地下浸透 

４．みどりの将来像と目標 
（１）みどりの将来像 

本計画では、「世田谷みどり 33」として進めた取り組みが実現した姿として、次のよう

なみどりの将来像を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■将来の世田谷のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどりの将来像 

『多様なみどりが笑顔をつなぐ街・世田谷』 

将来の世田谷の姿は、区民・活動団体、事業者、区などが連携・協働して取り組み

ながら、多様な機能を持つ良好なみどりを保全・創出し、つないでいくことにより、

区の１/３に相当するみどりが、水循環などが確保された、安全で快適な都市の環境

を守る基盤（グリーンインフラ）として、しっかりと息づいています。 

同時に、そのみどりのある暮らしを、様々なライフスタイルや価値観を持った多

様な世代の人々が楽しんでおり、みどりの豊かさを実感し、笑顔があふれる世田谷

の街が実現しています。 

 

 
「世田谷みどり 33」の実現 

 

〈みどりの連続性が高い地域〉 

雨水の地下浸透 

社寺林・屋敷林の保全 
多摩川の保全・活用 

みどりの風景づくり 
河川・水辺の保全 

河川・水辺の保全 
農のみどりの継承 湧水の保全 
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新たなみどりの創出 

農地の保全 

新たなみどりの創出 

みどりの公共建築物づくり 

雨水の地下浸透 
雨水の地下浸透 

公園緑地の整備・管理 

（２）計画の目標 

「世田谷みどり 33」の実現をめざし、みどりの量と質の豊かさを実感するための具体的

な目標を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

世田谷区制 100 周年（2032 年）に 
以下の目標の達成をめざします。 

 

     

 
 

 

※みどりに「大変満足している」（12％） 

（区政モニターアンケート（2016（H28）.9）） 

 土地利用別の目標 みどりの目標量 

公園 ＋40 ㏊ 

道路 ＋20 ㏊ 

学校 ＋10 ㏊ 

公共・公益施設 ＋３㏊ 

民有地※１ ＋157 ㏊ 

農地※２ －10 ㏊ 
（減少を抑制） 

水面・河川 （現状を維持） 
 

①みどりの面積の割合 
（区内のみどりの量を測る指標） 

みどり率 

33％ 

②みどりに関する区民満足度 
（区内のみどりの質の向上を推定する指標） 
「大変満足している」 

33％ 
 

みどり率 29％の達成をめざし、 

様々なみどりを減らさないよう 

努めながら、 

220 ㏊のみどりを 
増やします。 

 〈市街化が進み比較的みどりが少ない地域〉  〈住宅地の中に中・小規模緑地が点在する地域〉 

みどりの学校づくり 
みどりによる安全な街づくり 

※みどり率 25.18％（みどりの資源調査（2016（H28）年度）  

 

計画期間の 2027 年に 
以下の目標の達成をめざします。 

みどり率 

29％ 
「大変満足している」 

25％ 

※  みどりの目標量は、みどりの資源調査に基づく土地利用別の数値です。 
※１ 民有地は、商業用地、住宅用地などで、区全体の面積の約 7 割を占めています。 
※２ この計画において「農地」とは、耕作の目的に供された土地（生産緑地、宅地化農地等 

の農業用地のほか、家庭菜園、区民農園、農業公園内の菜園を含む）をいいます。ただ 
し、便宜上、みどりの目標量は東京都土地利用区分の農地面積を使用しています。 
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環境の改善 

水環境の保全 
 

風景づくり 

防災・減災 
 

生きもの生息・生育環境 

５．みどりの機能と世田谷のみどり 

みどりの多様な機能について、以下の図のように整理しました。これらの機能は、樹木

などの植物自体が持つ機能だけでなく、人と人の関係をつくる役割を含めて多面的かつ複

合的で、私たち人間や生きものの生存や暮らしを支えるとともに、世田谷の街の魅力を高

め、街づくりに欠かせない重要な社会基盤となっています。 

これらのみどりの機能を効果的に発揮できるようにすることが、みどりの質を高めるこ

とにつながります。このため、地区や場所の特性を踏まえて、みどりのあり方を考えてい

くことが重要です。 

 

 

 

 

 

①環境の改善 

世田谷を含めて都市部においては、全般的にヒートアイランド現象が深刻な問題となっ

ています。ヒートアイランド現象が発生する主な要因としては、人工排熱、コンクリート

やアスファルトなどの地表面の人工化、都市形態の高密度化があります。特に、地表面の

人工化については、みどりの量の減少と大きく関わっています。 

樹木には、蒸散作用があり、空気の低温化に効果があります。木陰をつくるまとまった

緑地はクールスポットとなるほか、街路樹などが連続したみどりの空間や河川などは、風

の道となり、熱環境を緩和します。 

また、樹木などは温室効果ガスの一つである二酸化炭素（CO２）を吸収し、蓄積・固定

して、酸素や水蒸気を放出します。これにより、大気の浄化や気温、湿度の調節などに役

立ちます。 

このほか、防風や防塵、騒音の緩和など、私たちの生活環境を守る重要な機能を持って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■みどりの機能 

文化の醸成 
 

コミュニティ形成 
 

レクリエーション・遊びの場 
 

教育 
 

健康増進 
 

騒音の緩和 

防塵 

クールスポット 

CO２ 
O２ 

雨水浸透による温度上昇の抑制 

■みどりの環境を改善する機能 
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降雨 蒸発 

河川 

雨水浸透 

地下水 湧水 

水量・水質
の確保 

雨水浸透 

②水環境の保全 

地上の水は、太陽の熱エネルギーによって蒸発し、上空で雲となって雨や雪として地上

に降ってきます。この一連の流れを水循環といいます。水の循環によってすべての生命が

支えられています。 

樹木・樹林などのみどりは、雨水を地下に浸透させ、貯留することで、地下水や、比較

的浅い地層中に存在する地下水である宙水を涵養するほか、動植物の生存基盤となる土壌

を形成し、河川の水量・水質を安定的に確保し、都市型水害の防止に資するなど、健全な

水の循環を含めた水環境の保全に役立っています。 

 

■水の循環 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③生きものの生息・生育環境 

私たちの暮らしは、生物多様性が確保されること

で、安全な水や食料の供給をはじめとする様々な恩

恵を受けています。その意味で、生物多様性の恵み

によって、私たち人類が生存することができるとい

えます。 

みどりは動物などの生きものの生息・生育環境と

なっており、生物多様性確保の上で重要な役割を担

っています。 

多様な生きものの生息に配慮した環境を確保する

とともに、公園や緑地、河川、街路樹、学校や住宅地

のみどりなどがつながることで、生きものの移動経

路がつくられ、豊かな環境が形成されます。 

 

 

 

 

  

多様な生きものの生息・生育地
となるみどり（上：次大夫堀公園 
下：将軍池広場） 
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④防災・減災 

樹木・樹林などのみどりは、雨水の貯留機能があることで、浸水や洪水の危険性から都

市を守る機能があります。また、河川や公園は火災時の延焼防止に役立ち、緑道や街路樹

のある道路は避難路となります。阪神・淡路大震災時には、公園の樹木が焼け止まりとな

った例や、倒壊した家屋を街路樹が支え、避難空間を確保した例もありました。 

世田谷には、一部の地域に道路が狭く防災上課題のある密集した市街地が広がっている

ため、安全で災害に強い街づくりを特に進める必要があります。昨今では、災害を食い止

める防災とともに、災害時に発生する被害を最小限度にとどめる減災という考え方も重要

となっています。 

このため、みどりの防災・減災機能を活かして、火災の拡大を阻止したり、延焼速度を

遅くしたりする効果を持つ樹種の植樹や、ブロック塀などに代わる生垣緑化、オープンス

ペースなどのみどりの空間の保全・確保などを進める必要があります。 

さらに、公園、緑道等は避難場所、災害時の防災拠点となります。区内では 227 か所※

（2016（H28）.4.1 現在）の公園等が避難の際の一時集合所に指定されているほか、災害

時に役立つ防災施設を持つ公園も整備されており、安全で災害に強い街づくりに役立って

います。 

※世田谷区地域防災計画（平成 29 年修正）資料編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

延焼遅延 
倒壊防止 

防災施設を持つ公園 

■みどりの防災・減災機能 

農地 
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⑤レクリエーション・遊びの場 

みどりの空間は、散策やスポーツなどのレクリエーションの場として利用されるととも

に、子どもの生きる力を育む外遊びの拠点となります。そのため、子どもたちが身近な場

所でいきいきと外遊びができる環境を拡充することが重要です。 

区内では、子どもたちの遊び場として先駆的な取り組みであるプレーパークを含め、公

園緑地などのみどりの空間がその役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥健康増進 

みどりはストレスや疲れをいやし、心身をリフレ

ッシュする効果があります。この一つに、樹木や草

花から放出されるフィトンチッドという物質による

ものがあるといわれています。このようなみどりの

効果を活かした森林浴は、健康を増進させるものと

して、近年注目されています。 

区内では、世田谷公園、羽根木公園、砧公園、祖師

谷公園、蘆花恒春園、等々力渓谷公園などの比較的

規模の大きな公園緑地のほか、緑道などのみどりが

連続した空間は、散策やウォーキングなどに利用さ

れています。 

 

⑦教育 

樹林地や水辺などは、自然を体験できる場として、

学校教育や地域学習において、みどりの機能や役割、

大切さを理解し、学びを実践する場となります。 

区内では、多摩川において水辺の楽校が実施され

ているほか、桜丘すみれば自然庭園、成城三丁目緑

地などは環境教育の場や体験の場として活用されて

います。 

 

 

等々力渓谷公園 

多くに人々のレクリエーションの 
場となっている兵庫島公園 

子どもたちの外遊びの拠点となる 
プレーパーク 

次大夫堀公園における稲刈り体験 
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⑧風景づくり 

国分寺崖線や多摩川、野川、社寺のみどりや屋敷林、農地などは、世田谷の風景には欠

かせないみどりです。同時に、このようなみどりは季節の移ろいとともに姿を変え、彩り

ある魅力的な風景をつくります。このような風景から、私たちは安らぎ感じ、わが街とし

ての誇りや愛着を感じています。それは、地域で大切にしたい風景として選定された「地

域風景資産」の多くに、みどりが関連していることからもわかります。 

また、多くの人に親しまれているみどりの風景は、地域のシンボルとなるとともに、街

の印象を向上させます。みどりの資源を大切にして、守り、育て、つくることが大切です。 

 

 

■みどりに関連した地域風景資産の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

代沢せせらぎ公園と北沢川緑
道 

三宿の森緑地 
 

慶元寺三重塔の見える風景 長島大榎公園界隈の緑 

みどりと静けさの北烏山九
丁目屋敷林 

成城三丁目緑地 
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⑨文化の醸成 

みどりは、季節とともに移り変わります。四季折々の美しいみどりは人々を魅了し、優

れた芸術や文化を育んできました。伝統行事や祭礼も、みどりの中にある暮らしとともに

ありました。 

また、地域の暮らしの歴史を伝える場としての役割や、庭園などのみどりも、歴史に培

われた文化を伝えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩コミュニティ形成 

街づくりは、それぞれの主体が取り組むことだけでなく、人と人がつながり、協力しあ

う関係をつくることが重要です。みどりを守り育む多様な活動は、人と人の関係をつくり

ます。また、このような人と人の関係は、街の防犯にも役立ちます。 

区内では、花壇づくりや公園の管理活動、樹林地の保全活動、農業体験などが各地で行

われており、いずれも、みどりを介して人と人のつながりが生まれ、コミュニティが育ま

れています。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

みどりの活動を通した人々のつながり 

日本の空間文化を伝えるために
整備された庭園・帰真園 

地域の暮らしの歴史を伝える岡本
民家園と周辺のみどり 
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第❷章  

世田谷のみどりの現況と課題 
 

１．世田谷のみどりの成り立ちとこれまでの取り組み 

世田谷のみどりの変遷やみどりを守りつくる取り組みの経緯を概観します。 

 

 

年 概要 

明治中期まで  世田谷の区域は、畑作を主とした純農村で、江戸市中に生鮮食品を

供給していました。 

 世田谷の土地は、関東ローム層の覆われた土地で、保水性に乏し

く、水利に恵まれていません。比較的開墾しやすい低地部分の多摩

川寄りでも、多摩川が毎年のように氾濫していました。 

 灌漑用水路として次大夫堀（六郷用水）、飲用水・生活用水として

玉川上水、北沢用水、烏山用水、品川用水、三田用水などが引かれ

ました。 

 農村風景は、世田谷の原風景であるといえます。 

1888(明治 21)年  東京市区改正条例公布 

この制度に基づく事業の進展を背景として、駒場野周辺には軍用地

が移転してきました（現在の世田谷公園）。 

1889(明治 22)年 市制町村制により、東京府荏原郡に世田谷村、松沢村、駒沢村、玉

川村が成立し、後に千歳村、砧村が東京府に編入されました。 

1912～1913 

(大正１～２)年 

 新町住宅開発 

山林・原野を切り開いた民間の分譲宅地で、当時としては高い水準

の住宅地で、中心街路には桜が 1000 本植栽され、桜新町の由来と

なりました。 

 大正から昭和にかけて、国分寺崖線には岡本から上野毛にかけて政

治家や実業家などの別荘や邸宅がつくられました。 

1923(大正 12)年  関東大震災 

世田谷において火災の発生はなく、被害は少なかったものの、これ

を機に、下町の寺院が移転した烏山寺町、牛込から移転してきた学

校と分譲住宅地で形成された成城町、下谷から移転してきた商店か

らなる太子堂の下の谷商店街など、特徴のある街がつくれられてい

きました。 

1924(大正 13)年  玉川全円耕地整理事業 

現在の玉川地域を対象としたもので、事業完了まで 30 年を要しま

した。 

  大正から昭和初期にかけて、都市計画法による土地区画整理事業が

多く着手され、公園も整備されています。 

 また、電鉄会社によるものを始めとする計画的な宅地開発が本格化

していきます。 

1932(昭和 7)年  世田谷区誕生 

東京市の区域拡張に伴い、世田谷町、駒沢町、玉川村、松沢村が統

合され、「世田谷区」が成立しました。その後北多摩郡千歳村、砧

村が編入されました。 
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年 概要 

1933(昭和 8)年  多摩川風致地区指定 

武蔵野の豊かな風景を守り、かつ理想の住宅地をめざして指定され

ました。風致地区は、みどりを中心とした風致を守るだけでなく、

レクリエーションなど、みどりの活用も意図されていました。 

1939(昭和 14)年  東京緑地計画決定 

都市の無秩序な市街化を抑制するため、東京の

外周に沿って環状の緑地帯を設置する「東京緑

地計画」が決定され、世田谷は環状緑地帯の一

画に組み込まれました。この環状緑地帯の中

に、砧緑地（大緑地）や駒沢緑地（中緑地）な

どが決定されました。 

 

 

 

 

 

 

 戦時統制下では、「防空」が大きな目的となり、緑地は防空的機能

を持つものとされ、「空地地区」などが指定されました。 

1948(昭和 23)年  緑地地域指定 

緑地地域は、緑地や農地の保全を目的とし、東京緑地計画の思想を

引き継ぎ区内には広大な地域が指定されました。しかし、建ぺい率

10％以下という建築制限をかけるものであったため、急速な市街化

に対応できす、縮小されながら、1969（昭和 44）年に廃止されま

した。 

1964(昭和 39)年  東京オリンピック開催 

駒沢公園や馬事公苑が会場となり、その関連事業として、国道 246

号や環状 7 号線、世田谷通りが整備されました。 

  昭和 30 年代から 40 年代にかけて、大規模な住宅団地が相次いで

建設され、人口が急増しました。 

1971(昭和 46)年  みどりの保存に関する条例施行 

民間のみどりの保存に関する 23 区ではじめての条例でした。 

1973(昭和 48)年  緑の現況調査開始 

1975(昭和 50)年  区長の公選制が復活 

区独自の街づくりがはじまる。 

1977(昭和 52)年  自然的環境の保護及び回復に関する条例施行 

1984(昭和 59)年  自然環境保護計画策定 

区の自然環境のあるべき姿とその施策について体系的に打ち出した

計画です。 

1998(平成 10)年  みどりの基本計画策定 

2005(平成 17)年  みどりの基本条例施行 

みどりを樹木や草地だけでなく、水辺地、動植物生息地や地下水な

どが一体となった環境として保全・創出していくこととしました。 

 国分寺崖線保全整備条例施行 

2008(平成 20)年  みどりとみずの基本計画策定  

「世田谷みどり 33」を目標とする施策がはじまりました。 

2011(平成 23)年  緑化地域制度導入 

2016(平成 28)年  生きものつながる世田谷プラン策定 
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※1/25000 植生調査「東京」「千葉」「埼玉」「神奈川」「山梨」（環境省自然環境局生物多様性センター）をもとに作成 

２．みどりの現況 
（１）世田谷の概況 

①位置 

世田谷は、東京 23 区中の西南部に位置し、都心（東京駅）まで約 9 ～18km、副都心

(新宿・渋谷）まで約１～10km の距離にあります。 

東は目黒区・渋谷区、北は杉並区・三鷹市、西は狛江市・調布市、南は大田区とそれぞ

れ接し、さらに多摩川をはさんで神奈川県川崎市と向かい合っています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②面積 

本区の区域の形は、東西約９km・南北約８km のほぼ平行四辺形をしており、面積は約

58.05ｋ㎡です。東京 23 区の総面積の約１割を占め大田区に次ぐ広さです。 

 

③人口 

総人口は 896,057 人、総世帯数は 470,579 世帯（2017（H29）.4.1 現在）で、東京

23 区の中では人口、世帯数ともに１番多くなっています。 

人口は、当面は増加することが見込まれますが、今後は特に高齢化が進むことが予想さ

れます。 

 

④土地利用 

建物の敷地として利用されている「宅地」が区全体面積の 66.7％、「非宅地」が 33.3％

を占めています。宅地の利用用途としては住居系が最も多く、宅地の 74.9％、区全体面積

の 49.9％を占めています。 

非宅地では、公園系が 5.7％、緑地系、河川系などの自然を残している土地の面積は、

合計しても 2.0％と少ない状況です（土地利用現況調査（2016（H28）年度）。 

  

■世田谷区の位置と広域のみどり 

足立区 
板橋区 

北区 

練馬区 

豊島区 

三鷹市 
杉並区 

中野区 
文京区 

葛飾区 

荒川区 西東京市 

新宿区 

台東区 

江戸川区 

墨田区 

立川市 

清瀬市 

東久留米市 
東村山市 

青梅市 

瑞穂町 

奥多摩町 埼玉県 

武蔵村山市 

羽村市 
日の出町 千葉県 

東大和市 

小平市 あきる野市 

福生市 
檜原村 

国分寺市 
武蔵野市 

小金井市 
昭島市 

府中市 
渋谷区 

千代田区 

江東区 中央区 

国立市 

八王子市 
日野市 

山梨県 

狛江市 
世田谷区 

港区 
調布市 

稲城市 多摩市 
目黒区 

品川区 

大田区 

町田市 

神奈川県 



 

16 

 

※出典：土地利用現況調査（2016（H28）年度） 

※出典：世田谷の土地利用 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤地形 

南西部は、多摩川・野川に沿って、成城から大蔵・瀬田・野毛に至る高さ 10～20ｍの

急な崖（国分寺崖線）があり、この崖を境に北東側は台地（洪積層）、南西側は低地（沖積

層）となっています。 

武蔵野台地の一部である台地部は、標高 30～50ｍで、多くの河川によって樹枝状に浸

食され、丘や谷の起伏ができています。 

低地部は標高10～25ｍで、台地部とおよそ20ｍの高度差のある平坦地となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用構成 

■世田谷の地形 

仙川 

多摩川 

呑川 

野川 

谷戸川 

谷沢川 
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（２）みどり率の現況 

①全体のみどり面の現況 

みどり率は 25.18％（2016（平成 28）年度）で、前回調査（2011（平成 23）年度）

より 0.58 ポイント上昇しました。特に、樹木地の上昇が顕著であるほか、屋上緑地も上

昇していますが、依然として農地の減少が続いています。 

2006（平成 18）年度調査から 2016（平成 28）年度調査のみどり面の推移と、2011

（平成 23）年度調査と 2016（平成 28）年度調査を比較したみどりの変化の概要は、次

のように整理することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出典：みどりの資源調査（2016（H28）年度） 

■みどり面の分布図 
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■みどり面の推移とみどり率 

 

区分 

2006(H18)年度調査 2011(H23)年度調査 2016(H28)年度調査 

面積（㏊） 割合 面積（㏊） 割合 面積（㏊） 割合 

み
ど
り
面 

緑
被 

樹木地 963.30 16.58 967.76 16.66 1011.48 17.42 

草地 289.76 4.99 230.44 ３.97 230.46 3.97 

農地 131.14 2.26 113.07 1.95 104.41 1.80 

屋上緑地 10.22 0.18 18.08 0.31 21.17 0.36 

緑被計（緑被率） 1394.42 24.01 1329.35 22.89 1367.52 23.56 

水面 28.71 0.49 28.11 048 23.28 0.40 

公園内の裸地・構造物 18.51 1.06 71.36 1.23 70.73 1.22 

みどり面計（みどり率） 1484.79 25.56 1428.82 24.60 1461.54 25.18 

その他 4323.60 74.44 4379.58 75.40 4343.36 74.82 

世田谷区全域面積（㏊） 5808.40 5808.40 5804.90 

※2016(H28)年度調査では、電子国土基本図（地図情報）を用いているため、世田谷区全域面積が異なっています。 

※水面の面積が変化しているのは、多摩川の水位変動が主な要因です。 

 

■2011（平成 23）年度から 2016（平成 28）年度のみどりの変化の概要 

○樹木の生長（既存樹の生長） 

 樹木が生長することで樹冠面積が拡大し樹木面積が増えたと考えられま

す。 

○樹木の増加（新たな植栽） 

 新たな植栽等による新規に整備された樹木があるほか、公園の新設や建築

計画においては、新たな緑地や植栽地が整備され、樹木面積が増加してい

ると考えられます。 

 緑化地域制度やみどりの計画書制度などの緑化指導により、同じ敷地面積

で全体的に緑化率が上昇しており、制度の効果があらわれているといえま

す。 

 

○敷地の細分化による樹林地・樹木の減少 

 戸建住宅の敷地面積 150 ㎡未満の敷地数は、2011（平成 23）年度調査と

比較して約 7,000 箇所増加していますが、150 ㎡以上の敷地数は減少し

ていることから、敷地の細分化が進んでいることがわかります。 

 敷地規模が大きいほど緑化可能な面積は大きくなります。敷地の細分化が

進むことで各敷地の緑化可能な面積は小さくなり、緑被面積も減少しやす

い状況となります。 

○まとまった樹林地（300 ㎡以上）の減少 

 300 ㎡以上の樹林地は、4,102 箇所、423.07ha（区面積の約 7％、区緑

被の約 31％、樹木地の約 42％）ですが、2011（平成 23）年度調査より

147 箇所、46.04ha 減少しました。 

○宅地化による農地の減少 

 農地の減少が続いていますが、その多くは宅地化によるものです。 

 

増加 
要因 

減少 
要因 
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②地域別のみどりの現況 

町丁目別のみどり率は以下のとおりで、西部・南部の地域が高く、東側が低い状況とな

っています。 

５地域別のみどり率は、砧地域（34.05％）、玉川地域（27.32％）、烏山地域（26.45％）、

世田谷地域（17.38％）、北沢地域（17.35％）の順となっています。 

このようなみどり率の状況から、世田谷は大きく、南西部の多摩川や国分寺崖線などの

まとまったみどりが多く残るエリア（みどりの連続性が高い地域）、中央部の住宅の中に社

寺林や農地が点在するエリア（住宅地の中に中・小規模緑地が点在する地域）、東部の都心

に近く開発が進んでいるエリア（市街化が進み比較的みどりが少ない地域）の３つの地域

に分けることができます。 

 

■町丁目別みどり率ランク図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北沢地域 

世田谷地域 

烏山地域 

砧地域 玉川地域 

多摩川や国分寺崖線な
どのまとまったみどり
が多く残るエリア 

中央部の住宅の中に
社寺林や農地が点在
するエリア 

東部の都心に近く開発 
が進んでいるエリア 

0 500 1000 1500

世田谷地域

北沢地域

玉川地域

砧地域

烏山地域

樹木 竹林 草地

農地 屋上緑地 水面

公園内裸地 公園内構造物面 その他

（㏊）

みどり率（みどり面積） 

26.45％（204.03 ㏊） 

みどり率（みどり面積） 
17.35％（150.09 ㏊） 

みどり率（みどり面積） 

17.38％（214.13 ㏊） 

みどり率（みどり面積） 

34.05％（461.32 ㏊） 

みどり率（みどり面積） 

27.32％（431.97 ㏊） 

※出典：みどりの資源調査（2016（H28）年度） 

■地域別のみどり率 

みどり面（㏊） 

地域面積（㏊） 
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みどり率 

（％） 

（千人・ 

千世帯） 

（年） 

③みどり率と人口の推移 

これまで、人口の増加に伴い緑被率は減少していましたが、みどりに関する施策の進展

により、この５年間では緑被率・みどり率とも上昇しています。 

みどり率は区の西部で高く、東部で低いことから、人口密度が低い区域で高く、人口密

度が高い区域で低い傾向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■町丁目別人口密度（2016（H28）年） ■町丁目別みどり率（2016（H28）年） 

※出典：みどりの資源調査（2016（H28）年度） 

■みどり率・人口等の推移 
【注１】調査精度が向上したため 

【注１】 

※住民基本台帳（2016（H28）4.1．）をもとに作成 
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（３）河川・湧水 

区内には、多摩川水系、呑川水系、目黒川水系の３水系 12 河川（主な河川として多摩

川・仙川・野川・烏山川・北沢川・蛇崩川・九品仏川・谷沢川・呑川・丸子川など）があ

ります。 

これらの河川の多くは、かつてはかんがい用水として利用されていましたが、宅地化が

進むにつれて農地が減少したため、大部分は下水道幹線として暗きょ化され、地上部は緑

道となっています。 

湧水は、国分寺崖線沿いなどに約 100 箇所みられ、みどりや生きものを育み、地下水は

健全な水循環の役割を担っており、地下水の状態を示すバロメーターとなっています。 

また、通常、地下水がある武蔵野台地のレキ層より上のローム層の中には、「宙水」と呼

ばれる地下水が広い地域に存在しています。 

湧水・地下水は、雨量の影響を強く受けて湧水量や地下水位が変化する傾向があり、長

期的には市街化による雨水の地下浸透量低下などが原因と思われる、わずかな減少傾向が

みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「東京の湧水マップ」「宙水をご存じですか」などをもとに作成 

※地下水は、区内全域に分布しています。 

■主な河川・水路（開渠・暗渠）・湧水 

鶴ヶ久保公園 

烏山弁天池（高源院） 

つりがね池 
（つりがね池公園） 

経堂五丁目特別保護区 

河川・水路 
かつての河川・水路 

公園緑地・緑道 
湧水地 
宙水分布想定範囲 
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宙水が水源となっている烏山弁 

天池（高源院） 

■地下水・湧水の関係模式図 

成城みつ池緑地の湧水 

つりがね池（つりがね池公園） 丸子川 谷沢川 

鶴ヶ久保公園 

喜多見不動堂の湧水 

呑川 

ローム層 

レキ層 湧水 

ローム層の中の難透水層 

宙水 

烏山弁天池（高源院） 

仙川 

地下水位 

本水を利用した井戸 宙水を利用した井戸 

地下水位 
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31.4㏊ 7%

184.07㏊

44%

207.6㏊

49%

民有地 地域制緑地

民有地 地域制緑地以外

公共用地

（４）樹林地（300㎡以上） 

みどりの資源調査（2016（H28）年度）によると、樹林地は、公園・社寺林・屋敷林・

公共施設の樹林・住宅地の庭園などの形態で、区全域に分布しています。 

また、2011（平成 23）年度調査より、箇所数、面積とも減少し、減少した樹林地の約

95％が民有地の緑地でした。 

現存している樹林地の約 49％は公共用地にあり、民有地の樹林の約 15％（全体の約 7％）

が法律や条例に基づき指定された緑地（特別緑地保全地区（5 箇所）、特別保護区（4 箇所）、

保存樹林地（80 箇所）等）として担保されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（５）農地 

区内の農地の全面積は、23 区内では練馬区に次ぐ広さとなっています。各農地は主に区

の南西側に点在しています。 

下のグラフからわかるとおり、農地面積は年々減少しています。これは、都市化の影響

や、農地にかかる固定資産税、相続時の相続税の負担、農業従事者の高齢化、後継者の確

保の難しさなど、農家が抱える問題が影響しています。 
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31.4㏊

15%184.07㏊

85%

地域制緑地 地域制緑地以外

■樹林地の状況 

区全体の 

樹林地 

423.07 ㏊ 

民有地の 

樹林地 

215.47 ㏊ 

■農地※１の面積の推移 

※  農家基本調査集計表（H28）をもとに作成 

※１ この計画において「農地」とは、耕作の目的に供された土地（生産緑地、宅地化農地等の農業用地のほか、 
家庭菜園、区民農園、農業公園内の菜園を含む）をいいます。ただし、便宜上、面積の推移は農家基本調査 

集計表の数値（生産緑地及び宅地化農地）を使用しています。 

※出典：みどりの資源調査（2016（H28）年度） 

（㏊） （戸） 

農家戸数（戸） 

全農地面積（㏊） 

生産緑地地区面積（㏊） 
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（年） 

1965 

S40 

1975 

50 

1985 

60 

1990 

H2 

1994 

6 

1998 

10 

2002 

14 

2006 

18 

2010 

22 



 

24 

 

178.13
189.41

205.47 213.68 224.64 233.19
243.66 248.77 253.70

266.10

218

255 281

320

396 433
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548

3.03

3.22

3.49
3.68

3.87
4.01
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2.66
2.81
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29

都市公園等面積 箇所数 公園率 １人当たりの公園面積

（６）公園緑地 

公園緑地（都市公園・身近な広場（条例別表））は、548 箇所、266.10 ㏊で、１人当た

りの面積は２.97 ㎡となっています。 

公園緑地面積は年々上昇しており、それに伴い公園率も年々上昇し、みどり率の向上に

寄与していますが、１人当たりの公園面積は伸び悩んでおり、人口の増加に追いつけない

状況となっています。 

 

■公園緑地の現況（2017（H29）.4.1 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
都市公園 身近な広場 1 人当たりの 

公園面積 区立公園 都立公園 条例別表 規則別表 

世田谷地域 
101 箇所 
29.09 ㏊ 

― 
38 箇所 
1.69 ㏊ 

11 箇所 
0.58 ㏊ 

1.25 ㎡/人 

北沢地域 
51 箇所 
15.44 ㏊ 

― 
27 箇所 
1.11 ㏊ 

8 箇所 
0.26 ㏊ 

1.10 ㎡/人 

玉川地域 
94 箇所 
47.92 ㏊ 

１箇所 
35.63 ㏊ 

19 箇所 
2.44 ㏊ 

11 箇所 
1.17 ㏊ 

3.88 ㎡/人 

砧地域 
114 箇所 
63.13 ㏊ 

１箇所 
39.18 ㏊ 

24 箇所 
6.91 ㏊ 

12 箇所 
1.06 ㏊ 

6.81 ㎡/人 

烏山地域 
59 箇所 
5.20 ㏊ 

２箇所 
17.29 ㏊ 

17 箇所 
1.08 ㏊ 

10 箇所 
1.65 ㏊ 

2.00 ㎡/人 

世田谷区全域 

423 箇所 

252.88 ㏊ 

125 箇所 

13.23 ㏊ 

52 箇所 

4.72 ㏊ 2.97 ㎡/人 

548 箇所 266.10 ㏊ ※身近な広場（規則別表）を除く 

※四捨五入の関係で合計が合わないところがあります。 

公園率（％）

（％） 

１人当たり公園面積（㎡/人） 

箇所数（箇所） 

（㏊）・（箇所） 
（％）・（人/㎡） 

■公園緑地の整備状況の推移 

（年） 

公園緑地面積（㏊） 
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３．区民のみどりに対する意識 
（１）調査の概要 

区が実施したアンケートをもとに、区民のみどりに対する意識や意向を把握しました。 

今回のアンケートは、ガーデニングフェア来場者及び区民まつり来場者を対象としたア

ンケートと、区政モニターアンケートを活用しています。 

 

（２）調査の結果 

調査の結果の概要を整理します。 

 

①世田谷のみどりに対して、満足している区民は多い モ 

 世田谷のみどりについて、満足している意見は 70％に達しています。そのうち、「大変

満足している」とする意見は 12％にとどまっています。 

②世田谷のみどりの量は、もっと増やすことを望んでいる ガ ま モ 

 世田谷のみどりの量に関しては、「もっと増やした方がよい」が「今の量を保てばよい」

を上回っており、より多くのみどりを望んでいます。 

③2008（平成 20）年度から現在まで、世田谷のみどりの量は減ったと感じている モ 

 現行計画が策定された 2008（平成 20）年度からのみどりの変化については、「かなり増

えたと思う」「どちらかというと増えたと思う」意見よりも、「かなり減ったと思う」「ど

ちらかというと減ったと思う」と感じている意見が多い結果となりました。 

④世田谷の魅力を高めるうえで、みどりは欠かせないと感じている モ 

 世田谷の魅力を高めるうえで、みどりが必要であると「強くそう思う」「どちらかという

とそう思う」が合わせて 90％に達しており、世田谷の魅力にみどりは欠かせないもので

あると感じています。特に「強くそう思う」が半数以上で最も多いことも注目すべき点と

いえます。 

⑤「世田谷みどり 33」の認知度は低い モ 

 「世田谷みどり 33」について、知らなかったとする回答が大半を占めています。 

⑥みどりを守り増やすために世田谷区が取り組むべき事業は「公共施設の緑化」 ガ ま モ 

 みどりを守り育てるために区が取り組む事業については、「公共施設の建物の緑化を推進

するなど、公共みどりの創出に対する期待が大きい結果となりました。 

⑦みどりを守り、増やしていくために、自宅のみどりを守り増やすことが最も多い ガ ま モ 

 みどりを守り育てるために、自身が行っていることについては、自宅のみどりを守り増

やすことが 70％で、群を抜いて多くなりました。 

 一方、「みどりは大切と思うが、特別なことはしていない」が 25％であり、意識と行動が

結びついていない状況がうかがえます。 

⑧今後、参加したいと思うみどりとみずに関連する活動は「農作業体験」ガ ま モ 

 今後、参加したいと思うみどりとみずに関連する活動は、「農作業体験」が最も多く、農

業と関わる意向が高いといえます。 

 

  

1. 世田谷のみどりに対する満足度は 7割 

2. 世田谷の魅力を高めるうえでみどりが必

要であるとする区民は 9割超 

3. 「世田谷みどり 33」について知らない

とする区民は 7割以上 

4. 今後参加したいと活動として、「農作業体

験」が最も多い 

5. みどりは大切であると思いながら、特に

活動等を行っていない区民は約 2割 

凡例 ガ･･･ガーデニングフェア来場者アンケート（200 人）（2016.5.21・22） 

ま･･･区民まつり来場者アンケート（100 人）（2016.8.6・7） 

モ･･･区政モニターアンケート（162 人）（2016.8.9） 
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４．前計画の進捗状況 
（１）みどり率の目標の達成状況 

前計画において、2017（平成 29）年の目標とするみどり率は 27.5％でしたが、2016

（平成 28）年度みどりの資源調査によると、25.18％で、前回調査（2011（平成 23）年

度調査より 0.58 ポイント上昇したものの、2017（平成 29）年の目標は達成できません

でした。 

また、みどり率 27.5％を達成するための施策別の目標として、112 ㏊のみどりを増や

すこととしていました。公園整備や公共施設のみどりは増えましたが、民有地については、

失われたみどりに対して、制度に基づく緑化指導などにより創出を促進したことにより、

ほぼ横ばいの水準となったものの、農地が宅地化や相続税の負担、農業従事者の不足など

の理由で 41.5 ㏊も減少したことが大きく、全体として約 8 ㏊の減少となりました。 
 

■みどりの目標量の達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策別のみどりの量の達成状況 

 
目標量 

(2017(H29)) 

実測値 

(2006(H18)) 

実測値 

(2016(H28)) 

達成量 

(2016(H28)) 

公園 24.5 ㏊ 250.9 ㏊ 267.2 ㏊ 16.3 ㏊ 

道路 19.5 ㏊ 114.8 ㏊ 120.7 ㏊ 5.9 ㏊ 

学校 9.6 ㏊ 77.1 ㏊ 78.8 ㏊ 1.7 ㏊ 

公共施設 5.6 ㏊ 83.5 ㏊ 92.6 ㏊ 9.1 ㏊ 

民有地 74.8 ㏊ 724.1 ㏊ 724.7 ㏊ 0.6 ㏊ 

農地 
-22.0 ㏊ 

（減少を抑制） 
135.1 ㏊ 93.6 ㏊ -41.5 ㏊ 

合計 112 ㏊ 1,385.5 ㏊ 1,377.6 ㏊ -7.9 ㏊ 

 
 
 

みどり率(2017(H29))目標 

27.5％ 
みどり率(2016(H28))現況 

25.18％ 
約 2.3 ポイント(約 134 ㏊)下回る 

みどり率 
前計画 

（2008～2017(H20～29)年度） 

本計画 

（2018～2027 年度） 

35％ 

30％ 

25％ 

 33％ 

 27.50％ 

 24.60％ 
 

2016(H28)  
 

25.18％ 25.56％ 

20％ 

29％ 

前計画 

2017(H29)年の 

目標値 

2011(H23) 
2006(H18) 

2032 年の 

目標値 
本計画 

2027 年の 

目標値 

※ みどりの目標量は、みどりの資源調査に基づく数値です。また、前計画では、「水面・河川」の目標は設定していません。 
※１ 民有地は、商業用地、住宅用地などで、区全体の面積の約 7 割を占めています。 
※２ この計画において「農地」とは、耕作の目的に供された土地（生産緑地、宅地化農地等の農業用地のほか、家庭菜園、 

区民農園、農業公園内の菜園を含む）をいいます。ただし、便宜上、みどりの目標量は東京都土地利用区分の農地面積 
を使用しています。 

 

2006 
H18 

2008 
20 

2011 
23 

2016 
H28 

2032（年） 2027 2018 
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（２）施策の実施状況 

施策の実施状況として、2010（平成 22）年度に都市緑地法に基づく緑化地域制度を導

入し、一定規模の建築行為と連動したみどりの確保を推進するなど、様々な施策の実施に

努めてきました。 

 

①前計画に基づく施策の実施状況 

前計画に定めた各基本方針に基づく施策の実施状況を整理します。 

 

基本方針―１ 世田谷らしいみどりとみずの保全 
１－１ 
国分寺崖線の保全 
 

 法制度や条例を活用するとともに、関連条例の効果を検証しなが

ら、国分寺崖線を保全する取り組みを進めました。 

 様々な普及啓発や区民との協働により、国分寺崖線保全の運動を

広げていくとともに、みどりを守り育てる基金により緑地を確保

しました。 

１－２ 
生物生息空間の 
保全・回復とネット
ワーク化 

 水辺やビオトープを整備し、生物の生息環境をつくりました。 

 幹線道路とその沿道のみどりの軸や、学校のビオトープにも生物

生息空間のつながりをつくりました。 

 区民・事業者・学識経験者などと区民参加により、生物多様性基

本法に基づく「生きものつながる世田谷プラン」を策定しました。 

１－３ 
社寺林や屋敷林など
地域の歴史を伝える
みどりの保全 

 保存樹林地、小樹林地、特別保護区、市民緑地、小さな森、特別緑

地保全地区の新規の指定を行い、管理支援等を中心に民有樹林地

の保全に取り組みました。 

１－４ 
農が培ってきた 
みどりの保全 

 農の豊かさを守り伝えていくため、農業の基盤づくりや農と区民

とのつながりを進めました。 

 区が取得した生産緑地地区等を２箇所（約 0.5 ㏊）、農業公園と

して整備しました。 

 

基本方針―２ 地域の水循環の回復と水環境の再生 
２－１ 
水循環の回復と 
水環境の改善 

 雨水浸透施設の設置促進などにより、雨水浸透能力の確保・増進

や水循環回復を進めました。 

２－２ 
災害に備えた 
水環境の整備 

 都市型水害の対策として、緑地の保全・創出とともに、雨水浸透

機能の保全、再生及び雨水貯留を進めました。 

 地震などの災害発生時に備えるため、震災対策用井戸などの整備

に計画的に取り組みました。 

２－３ 
地域に親しまれ、 
区民がふれあえる 
水辺の再生 

 湧水などの地域の水資源を活かし、区民が身近にふれあい、地域

に親しまれる空間として水辺の再生を推進しました。 
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基本方針―３ 地域にあったみどりとみずの創出 
３－１ 
みどりとみずによる 
安全なまちづくり 

 防災まちづくり推進地区について、みどりとみずを活かした防災

機能を発揮していくとともに、防災上の避難路の確保などみどり

とみずを最大限に活かす取り組みを進めました。 

３－２ 
公園緑地の整備と 
運営管理 
 

 防災機能やレクリエーション効果を発揮させるとともに、区民参

加手法を取入れながら、地域環境にも寄与する都市施設として公

園・緑地を整備しました。 

 災害時の避難路やみどりのネットワーク形成などの視点に立ち、

安心して歩ける散歩道として、老朽化した既存の緑道の改修・整

備を実施しました。 

３－３ 
道路の緑化 

 新設、拡幅道路における緑化を行い、景観形成や防災機能の向上

を図りました。 

 道路緑化整備指針を策定し、道路空間における効果的かつ良質な

道路緑化を推進しました。 

３－４ 
みどりの 
学校づくり 

 区立小・中学校では、校庭芝生化、屋上緑化、緑のカーテンなどに

よる緑化を行いました。 

３－５ 
みどりの 
公共施設づくり 

 公共施設の統合による複合施設化により、今後も施設数の減少が

予想されますが、屋上、壁面など建築物の緑化や、パーゴラや植

え込みなどの小さな空間を活用した緑化、駐車場緑化など、民有

地緑化のモデルとなるよう進めました。 

３－６ 
民有地の 
みどりのまちづくり 
 

 緑化の実践学習や花苗の購入などを通じ、実行委員会形式や業者

委託により、緑に関する各種講習会やイベント等を実施しました。 

 「みどりに感謝する区民参加型のイベント」を区民団体と協働で

実施しました。 

 住宅地における緑化を推進するために、接道部分の生垣・花壇の

造成、シンボルツリーの植栽、屋上緑化、壁面緑化について助成

を行いました。 

 空地の花による緑化について、地域住民が花などで緑化し管理す

ることで、地域のみどりを創出しました。 

 建築行為等に伴う緑化を推進するため、2010（平成 22）年度に

都市緑地法に基づく緑化地域を導入し、2014（平成 26）年度に

は、みどりの基本条例に基づくみどりの計画書制度の拡充を行い

ました。 

 みどりの基本条例に定めた基準以上の緑化を行うなど積極的に緑

化に取り組んでいる建築物について、緑化認定ラベルを交付し顕

彰することで、建築の際の緑化を啓発しました。 

 雨水浸透施設の設置の促進など、雨水浸透能力の確保・増進や水

循環回復を進めました。 

 3 軒からはじまるガーデニング支援等、区民主体の花などの園芸

による民有地のみどりの街並みづくりを進めました。 
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基本方針―４ みどりとみずのある暮らしの応援 

４－１ 
みどり文化の 
情報発信 

 区のおしらせやホームページにより、「世田谷みどり 33」を周知し、

みどりとみずの情報発信機能を高めてきました。 

４－２ 
学習体験の場と 
機会の拡充 

 フィールドミュージアムは、喜多見四・五丁目農の風景育成地区にお

いて、区民共有の財産として守り育んでいく場所を選定し、案内・解

説板の設置やマップを作成しました。 

４－３ 
区民、事業者の 
みどりとみずを守り
育てる活動の支援 

 住宅地における緑化を推進するために、接道部分の生垣・花壇の造成、

シンボルツリーの植栽、屋上緑化、壁面緑化について助成を行うなど、

区民によるみどりとみずを守り育てる活動をより一層促進しました。 

 3 軒からはじまるガーデニング支援において、協定グループに対して

区の各種緑化助成制度へ橋渡しを行い、活動の促進を図りました。 

４－４ 
みどりとみずの活動
を支える人材の育成 

 みどりの推進員制度の活用やトラストまちづくり大学の実施など、み

どりとみずの活動を支える人材を育て、その輪を広げてきました。 
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５．計画課題の整理 

みどりの資源調査の結果やみどりの現況、区民のみどりに対する意識、前計画の進捗状

況を踏まえ、改定の３つの視点に基づき、計画の課題を整理します。 

 

（１）みどり率 33％達成のために 
 

🌑みどりの保全について 
 

《現状》 

 住宅用地を中心に小規模な樹木地が増え、樹木の生長により面積が増加しましたが、宅

地の細分化による樹林の減少やまとまりのある樹林地の減少が顕在化しています。 

 人口増加、開発の動きは今後も続くことが予想され、みどりを取り巻く状況は予断を許

さない状況です。 

 多面的機能を有する都市農地が、相続、後継者不足の影響により減少しています。また、

生産緑地法の買取りの申出ができる指定後 30 年がせまっている中で、さらに減少する

ことが懸念されます。 

 樹林地や農地などは、雨水を大地に浸透させ貯留することで、水の循環を保っている機

能を持っていますが、みどりの減少によってこの働きが損なわれることが懸念されます。 

 

 

 国分寺崖線のまとまったみどりから宅地のみどりまで、残された樹林

地、樹木、農地、湧水などの貴重なみどりの減少を抑制し、保全の取

り組みを推進し、みどりの基盤として強化する必要があります。 

 世田谷のみどりを支えている水や土壌を大切にし、雨水の浸透を促進

し、地下水を涵養し、健全な水の循環を保全していくことが必要です。 

 

🌑みどりの創出について 
 

《現状》 

 公園率は上昇していますが、区民一人あたりの公園面積は約３㎡（目標６㎡）と低く、

都市計画公園の未開設率は約 50％であり、いまだ公園が少ない地域も存在し、公園緑

地の整備は十分ではありません。 

 区民アンケート調査において、みどりを守り増やすために区が取り組むべき事業として、

公共施設の緑化を推進するということが一番求められています。 

 一定規模以上の敷地においては、緑化地域制度やみどりの計画書制度により、みどりの

創出が図られています。しかし、宅地の細分化などが進み、確保できる緑地が少なくな

っている状況があります。 

 

 

 みどりの拠点となる公園緑地や学校などのみどりが充実するよう、引

き続き、公園緑地の整備や公共施設の緑化に努める必要があります。 

 世田谷の敷地の約７割を占める民有地においてみどりを創出するこ

とが重要であり、民有地のみどりづくりを促進する様々な仕組み・手

法を検討する必要があります。 

 

課題 

課題 
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（２）みどりの質の向上に向けて 

 

🌑生きものの生息空間の保全・創出について 
 

《現状》 

 国分寺崖線、農地、屋敷林、公園緑地などの、みどりの減少と連続性が希薄になること

により、生きものの重要な生息・生育場所および移動経路が消失・分断されています。 

 生きものの生息・生育に適した環境の多様性の喪失や民有樹林地の管理不足など、みど

りの質の低下がみられます。 

 地域の生態系に影響を及ぼす外来種や、人の暮らしに深刻な被害を及ぼす野生生物が増

加しています。 

 

 

 世田谷の自然環境を支えている樹林や草地、農地などのみどりの減少

を抑制するとともに、生物多様性を支えるために、多様なみどりの環

境を確保・保全し、みどりの連続性を高めて、生きものの移動を容易

にする必要があります。 

 世田谷の地域固有の生態系を守る取り組みを進めていく必要があり

ます。 

 

🌑安全で快適な暮らしを支えるみどりについて 
 

《現状》 

 みどりやみどりの空間には、防災・減災、環境改善、世田谷らしい風景づくりなど、私

たちが安全で快適に健康的に暮らすために必要な多くの機能がありますが、このような

みどりの機能に対する認識を高めていく取り組みは、足りない状況があります。 

 建築行為等に伴うみどりの量の確保について、緑化指導や都市緑地法に基づく緑化地域

制度を導入し、確実な緑化を推進していますが、みどりの質を確保する仕組みがありま

せん。 

 世田谷のみどりの状況について、「大変満足」している区民は 12％でした。みどりの量

の多さや公園の配置の充実に対しては満足と評価されている一方、みどりの手入れ不足

や生きものの生息環境の消失など、みどりの質の低下に対しては、不満とする評価がみ

られます。 

 

 

 様々な機能を持つみどりの質の向上により、多様な世代、ライフスタ

イル、価値観を持った区民それぞれの、安全で、快適な暮らしを実現

し、みどりに関する満足度を高めていくことが必要です。 

 みどりの様々な機能について周知するとともに、みどりの機能を活か

し、また大切にしながら、みどりの質の向上を誘導し、評価する仕組

みを検討する必要があります。 

 

  

課題 

課題 
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（３）区民との協働を推進するために 

 

🌑参加・協働の場づくりについて 
 

《現状》 

 区民アンケート調査より、「世田谷みどり 33」の認知度は 21％と低い状況です。また

「みどりは大切だと思うが特別なことはしていない」とする意見は 25％であり、みど

りに関心を持った区民が気軽に参加できる機会や場が不足していることが考えられま

す。 

 農地や樹林地が減少する中、農作業や保全活動など、みどりに直接ふれあえる機会が少

ないことが考えられます。 

 

 

 区民がみどりの重要性や「世田谷みどり 33」の取り組みを理解し、み

どりや生きものに対する関心が高まるようにすることが重要です。 

 関心を持った区民・事業者・活動団体が、気軽に活動に参加すること

ができる機会や場づくりを工夫し、きっかけをつくることが必要で

す。 

 

🌑活動主体の育成・支援、多様な主体の連携の強化、教育の推進について 
 

《現状》 

 落ち葉や日照の問題などみどりに関する困りごとが原因で、やむを得ず保存樹木などの

大きな樹木が強剪定、伐採されてしまう場合があります。 

 活動団体においてはメンバーの固定化や高齢化が進んでいることから、今後担い手が不

足し、活動が継続しない恐れがあります。 

 世田谷のみどりを将来にわたって守り、育てていくために、みどりと関わっていくこと

への理解や重要性が、一定の世代にとどまっていることが考えられます。 

 

 

 みどりは地域の財産であり、みんなでみどりを守るという意識をより

一層醸成することが求められます。 

 区民・事業者・活動団体等の多様な主体が参加し、連携・協働するみ

どりの街づくりや、次代を担う子どもたちへの環境教育をより一層推

進していく必要があります。 

 

 

 

 

  

課題 

課題 
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第➌章  

計画の基本方針と将来イメージ 
 

１．計画の基本方針 

計画課題を踏まえ、将来像を実現していくための取り組みの柱となる基本方針を設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

み
ど
り
の
量
と
質 

協
働 

 貴重なみどりの減少を抑制

し、みどりの基盤として強化

することが必要 

 水や土壌を大切にし、健全な

水の循環の保全が必要 

 公園緑地の整備や公共施設

の緑化に努めることが必要 

 民有地のみどりづくりを促

進する仕組み・手法を検討す

ることが必要 

 生物多様性を支える多様な

みどりの環境を確保・保全

し、みどりの連続性を高め

て、生きものの移動を容易に

することが必要 

 地域固有の生態系を守るこ

とが必要 

 様々な機能を持つみどりの

質の向上により、多様な世

代、ライフスタイル、価値観

を持った区民の満足度を高

めていくことが必要 

 みどりの質の向上を誘導し、

評価する仕組みを検討する

ことが必要 

 みどりや生きものに対する

関心が高まるようにするこ

とが重要 

 気軽に活動に参加すること

ができるきっかけをつくる

ことが必要 

 みんなでみどりを守るとい

う意識をより一層醸成する

ことが必要 

 多様な主体が連携・協働する

みどりの街づくりや、環境教

育のより一層の推進が必要 

み
ど
り
の
量 

み
ど
り
の
質 

協
働 

基本方針-５．  

みどりと関わる暮らしを 
楽しみ、伝える 

基本方針-１． 

水循環を支える 
みどりを保全する 

 

基本方針-２．  

核となる魅力ある 
みどりを創出する 

 

基本方針-３．  

街なかに多様なみどりを 
つくり、つなげる 

 

基本方針-４．  

みどりと関わる活動を 
増やし、協働する 

 

計画課題 
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区民・事業者・区がともに、多様な手法に

よって多様なみどりを守り、創出するとと

もに、みどりの連続性を高めていきます。 

 

みどりの中の世田谷の暮らしが持続可能

なものとなるよう、みどりに関わる活動にさ

らに多くの人々が参加して広げ、みどりと関

わることの喜びや楽しみが多世代に及び、ま

た共有されるようにしていきます。 

国分寺崖線や社寺林・屋敷林、農地などの

みどりは、地域の暮らしの中で育まれてき

ました。これらの水循環を支えるみどりの

基盤（グリーンインフラ）をしっかりと守

り、次の世代へと引き継いでいきます。 

 

区が主体となり、地域の特性を活かしな

がら、人々が集い、楽しみ、活動できるより

どころとなる公園緑地の整備や水辺の再生

を進めます。 

 

区民や活動団体、事業者などのみどりに

関する取り組みや活動をより一層活性化す

るよう、活動団体などの支援に努めます。 

さらに、みどりによる地域の魅力の創出

につながる、多様な主体との新たな連携・協

働の仕組みづくりなどを進めていきます。 
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２．基本方針に基づく将来のイメージ 
（１）みどりのイメージ図 

南西部の多摩川や国分寺崖線などのまとまったみどりが多く残る「多摩川・国分寺崖線

エリア」（みどりの連続性が高い地域）、中央部の住宅の中に社寺林や農地が点在する「住

宅地エリア」（住宅地の中に中・小規模緑地が点在する地域）、東部の都心に近く開発が進

んでいる「市街地エリア」（市街化が進み比較的みどりが少ない地域）の３つの地域ごとに、

基本方針に基づく将来の世田谷のみどりのイメージを示します。 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

農のみどりの継承 社寺林・屋敷林の保全 
多摩川の保全・活用 

 

子どもたちが、多摩川の環境について学んでいます。 
 

多自然川づくりが進められた川には、様々な生きもの

が生息しており、雨水が浸透して水量も豊かです。 

 

農のみどりと関わり、 

収穫の喜びを味わうことができます。 

河川・水辺の保全 雨水の地下浸透  

多摩川・国分寺崖線 
エリアのイメージ 

蒸発 

蒸発 

降雨 
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みどりによってつながる 
生きものの移動経路 

雨水の地下浸透 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

みどりの風景づくり 

地下水の涵養   雨水の地下浸透  

 

社寺林や屋敷林の恩恵を感じつつ、 

みんなが落ち葉掃きを行い、大切にしています。 

生きもののつながりの確保 

 

自然観察会が行われ、地域の貴重な 

自然環境について理解することができます。 

湧水の保全 

斜面のみどりと一体となるように 

住宅が建てられており、 

みどりのつながりが守られています。 
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生きもののつながりの確保 
みどりの学校づくり 

雨水の地下浸透  

住宅地エリアの 
イメージ 

蒸発 

河川・水辺の保全 

 

住宅地では、樹木の落ち葉掃きや花壇づくりが行われ、周辺にも広がり、 

住む人々の笑顔があふれています。 

 

立派な街路樹が緑陰をつくり、道路と沿道のみどりが一体となって、広がりのある空間をつくっています。 

また、公共建築物、駐車場、公園などにおいても、豊かなみどりが確保され、雨水が浸透しやすくなっています。 

みどりによる安全な街づくり 

みどりの道づくり 
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みどりによってつながる 
生きものの移動経路 

雨水の地下浸透 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

社寺林・屋敷林の保全 

農地の保全 

地域の人々によって 

公園が管理されています。 

 

公園や原っぱでは、子どもたちが思いきり遊んでいます。 

河川・水辺の保全 

住宅地に近接した生産緑地では、区民が農作業に関わり、学習や交流の場を 

提供します。また、採れたての新鮮な農作物「せたがやそだち」を供給します。 

雨水の地下浸透  

公園緑地の整備・管理 

 



 

39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

みどりの公共建築物づくり 新たなみどりの創出 

それぞれの敷地で、小さいながらも多様なみどりが

創出され、みどりの街並みがつくられています。 

地域の歴史や文化を伝える資源と一体となった 

みどりが大切にされています。 

 

雨水の地下浸透  

市街地エリアの 
イメージ 

 

地域で協力して、空き地などを活用した 

コミュニティガーデンをつくっています。 
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みどりによってつながる 
生きものの移動経路 

雨水の地下浸透 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

農地の保全 

みどりによる安全な街づくり 

商店街には色とりどりの花やシンボルツリーがあり、 

みどりの中を散歩したり買い物をしたりすることができます。 

生きもののつながりの確保 

 

 

雨水の地下浸透  

 

緑道は、散歩などに利用されています。また、緑道に開かれた 

オープンガーデンが、道行く人の目を楽しませています。 

緑道沿道の緑化 

新たなみどりの創出 
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（２）みどりのネットワークの形成 

骨格的なみどりの軸、みどりの軸（緑道等、河川・開渠）、みどりの幹線軸、みどりの拠

点、街なかのみどりをつなぎ、みどりのネットワークを形成します。 

 
 
 
■みどりのネットワーク図 
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凡  例 

骨格的なみどりの軸 

国分寺崖線と多摩川を骨格的なみどりの軸として位置付

け、重点的にみどりを保全する。 

みどりの軸（緑道等） 

北沢川緑道、烏山川緑道、目黒川緑道、蛇崩川緑道、呑川

緑道、玉川上水緑道等の緑道をみどりの軸（緑道）として

位置付け、緑化を推進する。 

みどりの軸（河川・開渠） 

野川、仙川、谷戸川、丸子川、谷沢川等の河川をみどりの

軸（河川・開渠）として位置付け、水辺の整備を推進する。 

みどりの幹線軸（幹線道路の街路樹） 

幹線道路とその沿道をみどりの幹線軸と位置付け、道路緑

化を推進する。 

みどりの拠点（大中規模公園やまとまりのあるみどり等） 

大中規模公園やまとまりのあるみどりのほか、広域避難場

所をみどりの拠点と位置付け、拡げていく。 

街なかのみどり（宅地のみどりや小規模の公園） 

宅地のみどりや小規模の公園を街なかのみどりとして位

置付け、みどりの拠点や、みどりの軸をつなぎ、ネットワ

ーク（拠点と拠点をつなぐネットワーク）を形成する。 

農地保全重点地区 

農地保全方針に基づき指定した農地保全重点地区内にお

いて、農地等の保全および農業振興等拠点の整備を行う。 
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第➍章  

取り組みの内容 
 

１．取り組みの体系 
 
 

基本方針 取り組み方針 

基本方針-１． 

水循環を支える 
みどりを保全する 

１-１．国分寺崖線の保全 
 
 
１-２．水環境の維持・増進 
 
１-３．農のみどりの継承 
 
１-４．社寺林・屋敷林などのみどりの保全 
 
 
 

基本方針-２． 

核となる魅力ある 
みどりを創出する 

２-１．公園緑地の整備 
 
 
 
２-２．公園緑地の管理運営 
 
２-３．区民がふれあえる水辺の再生 

基本方針-３． 

街なかに多様なみどりを 
つくり、つなげる 

３-１．民有地のみどりづくり 
 
 
３-２．みどりの公共・公益施設づくり 
 
 
３-３．新たなみどりの創出 
３-４．外来種や野生生物への対応 
３-５．みどりによる安全な街づくり 
 

基本方針-４． 

みどりと関わる活動を 
増やし、協働する 

４-１．みどりを守り育てる活動の活性化 
 
 
 
 
４-２．みどりに関する情報の管理・発信 

基本方針-５． 

みどりと関わる暮らしを 
楽しみ、伝える 

５-１．みどりに関する普及啓発 
 
 
５-２．みどりのために行動する人材の育成 
 
５-３．みどりとともにある歴史・文化の継承 
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 取り組み内容 ページ 

 １-１-１．樹林地の保全 
１-１-２．国分寺崖線を守り育てる活動の推進 
１-１-３．みどりのつながりの保全・確保 

45 
47 
47 

 １-２-１．河川・水辺の保全 
１-２-２．水循環の回復 

49 
50 

 １-３-１．農地の保全 
１-３-２．農とのふれあいの推進 

51 
54 

 １-４-１．社寺林・屋敷林などのみどりの保全・支援 
１-４-２．民有地の身近なみどりの保全・支援 
１-４-３．風景づくりと連携した樹木の保全 
１-４-４．みどりを活かした街づくりの推進 

55 
56 
56 
57 

 ２-１-１．公園緑地の配置・整備 
２-１-２．様々な手法による公園緑地の確保 
２-１-３．みどりを守り育てる資金の確保 
２-１-４．区民や事業者との協働による魅力ある公園づくり 

59 
61 
61 
62 

 ２-２-１．公園の適切な維持・更新 
２-２-２．地域の魅力を高める公園マネジメントの検討 

65 
66 

 ２-３-１．区民がふれあえる水辺の再生 67 

 ３-１-１．花とみどりの街づくりの推進 
３-１-２．緑化指導・誘導の推進 
３-１-３．建設行為等におけるみどりの風景づくり 

68 
70 
71 

 ３-２-１．みどりの道づくり 
３-２-２．みどりの学校づくり 
３-２-３．みどりの公共・公益施設づくり 

72 
73 
74 

 ３-３-１．新たなみどりの創出 75 
 ３-４-１．外来種や野生生物への対応 78 

 ３-５-１．災害に備えた水環境の整備 
３-５-２．みどりによる防災機能の強化 

79 
80 

 ４-１-１．国・東京都・関係自治体との連携 
４-１-２．区民や団体などとの連携 
４-１-３．みどりの表彰制度の推進 
４-１-４．トラスト運動支援者数の拡大 
４-１-５．協働によるみどりの風景づくり 

81 
81 
82 
82 
82 

 ４-２-１．みどりに関する情報の管理・発信の仕組みづくり 83 

 ５-１-１．みどりを理解する場づくり 
５-１-２．みどりに関する普及啓発 
５-１-３．みどりの再生利用 

85 
86 
87 

 ５-２-１．みどりと関わる体験・学習機会の拡充 
５-２-２．みどりとかかわる人材の育成 

89 
90 

 ５-３-１．みどりとともにある歴史・文化の継承 91 

  



 

45 

 

２．取り組み内容 

基本方針-１．水循環を支えるみどりを保全する 
 

１-１．国分寺崖線の保全 
 

「世田谷のみどりの生命線」である国分寺崖線は、多摩川が 10 万年以上の年月をかけて武

蔵野台地を削り取ってできた河岸段丘で、まとまった樹林地や湧水、河川などの豊かな自然環

境が一体となった世田谷を代表する貴重なみどりを育んでいます。 

国分寺崖線の保全をより一層強化するため、関連条例に基づく制度の活用を進めるととも

に、その効果を検証しながら、制度の拡充を検討します。 

また、様々な普及啓発や区民との協働により、国分寺崖線保全の活動を広げていきます。 

 

 

1-1-1．樹林地の保全                             

国分寺崖線のまとまった樹林地や樹木を保全するため、都市計画緑地、特別緑地保全

地区、市民緑地、特別保護区、保存樹木・樹林地、小さな森制度などの諸制度を活用す

るほか、有効な制度についての検討や制度の周知機会の拡充に努めます。 

特別緑地保全地区などについては、緑地の保全に関する方針に基づき、新たな地区の

指定の検討を進めます。また、特別緑地保全地区は、地区ごとに「緑地等に関する保全

計画」を策定し、保全計画に基づき、整備・管理していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■国分寺崖線の状況（2016（平成 28）年） 

 

 

  

成城三丁目緑地 

ビール坂緑地 

成城四丁目 

発明の杜市民緑地 

成城四丁目緑地 
成城三丁目崖の林 

特別緑地保全地区・

市民緑地 

成城三丁目なかんだ

の坂市民緑地 

成城四丁目十一山 

特別緑地保全地区・

市民緑地 

成城みつ池特別緑地保

全地区・成城みつ池緑地 

成城三丁目なかんだの坂市民緑地 成城四丁目十一山特別緑地保全
地区・市民緑地 
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■樹林地の保全制度の概要 

制度名 

（制度の法的根拠） 
基準等 公開条件 税制面の優遇措置 区等の管理・支援 

特別緑地保全地区 

（都市緑地法） 

 都市の無秩序な拡大の防止

に資する緑地 

 都市の歴史的・文化的価値

を有する緑地 

 生態系に配慮した環境づく

りのための動植物の生息、

生育地となる緑地 

なし 

 固定資産税の減税（最

高 1/2） 

 山林/原野について相

続税の土地評価が８割

減 

 都市緑地法に定める管

理協定を結び、貸付期

間 20 年以上等の用件

に該当する場合、相続

税の土地評価が２割減 

なし 

市民緑地制度 

（都市緑地法） 

 市街化区域内の 300 ㎡以

上の樹林地、または樹林地

にできる土地で、公道に面

している土地 

5 年以上 

 固定資産税、都市計画

税の免除 

 20年以上の契約は相続

税の土地評価が２割減 

 (一財)世田谷トラ

ストまちづくりが

維持管理 

市民緑地認定制度 

（都市緑地法） 

 民間主体が市区町村長によ

る設置管理計画の認定を受

け、オープンアクセスの市

民緑地を設置、管理 

 面積 300 ㎡以上 

 緑化率 20％以上 

5 年以上 

 緑地保全・緑化推進法

人が設置管理する認定

市民緑地は、固定資産

税、都市計画税の軽減

（3 年間 原則 1/3 軽

減） 

 民間主体が管理 

特別保護区 

（世田谷区みどりの

基本条例） 

 樹林地、水辺地及び動物生

息地と一体となったみどり

の存する土地で、自然的、

社会的条件から特別に保護

する必要がある土地 

なし 

 固定資産税、都市計画

税の２分の１を区が補

助 

 維持管理の一部を

区が支援 

保存樹木・保存樹林

地制度 

（世田谷区みどりの

基本条例） 

 地上 1.5m の高さで幹回り

1.2m 以上の樹木 

 1000 ㎡以上の樹林地など なし なし 

 数年に一度 ,維持

管理として枯れ枝

の除去などを区が

支援 

 

小さな森制度 

（(一財)世田谷トラ

ストまちづくり独自

の制度） 

 50 ㎡以上の緑地、または緑

地にできる土地で、一部で

も道路に接しているか、公

開時に通路を確保できる土

地 

なし なし 

 公開日は、(一財)

世田谷トラストま

ちづくり、「小さな

森ボランティア」

による手伝いあり 

 

 

 

 

  

岡本静嘉堂緑地 岡本公園 上野毛自然公園 瀬田四丁目 

旧小坂緑地 
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1-1-2．国分寺崖線を守り育てる活動の推進                   

国分寺崖線に関連したマップ、情報誌、ホームページの活用や自然観察会の開催など、

みどりにふれあう機会の拡大や、区民や活動団体、事業者が関わる機会の確保に努め、

国分寺崖線のみどりを守り育てる機運を高め、活動を広げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-3．みどりのつながりの保全・確保                     

国分寺崖線のみどりのつながりを保全するよう、建築行為や開発行為などの際に周辺

のみどり環境と一体性を高めていく街づくりを進めます。 

 

🌑条例などによる建築規制と緑化誘導 

国分寺崖線と周辺のみどりを守るために、開発等における建築物等の規制・誘導と、

必要に応じて周辺のみどり環境との一体性を高めていくための制度の拡充検討を進め

ます。 

 

■国分寺崖線を守る条例の概要 

条例 目的・概要等 

東京都風致地区条例 多摩川風致地区における風致の保全を図る。 

世田谷区国分寺崖線保全 

整備条例 

国分寺崖線とその周辺の「国分寺崖線保全整備地区」における

良好な景観形成と住環境の整備を図ることを目的とする。 

世田谷区斜面地等における 

建築物の制限に関する条例 

国分寺崖線をはじめ、斜面地に建築される集合住宅について、

周辺の良好な住環境との調和を図るために、建築に関する制限

などを定める。 

世田谷区みどりの基本条例 
国分寺崖線とその周辺の「国分寺崖線保全重点地区」における

建築行為等に伴う緑化率等を強化する。 

世田谷区風景づくり条例 
国分寺崖線とその周辺を「水と緑の風景軸」として重点的な地

域として指定し、届出範囲、行為を強化する。 

 

■国分寺崖線発見マップ 



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌑地区計画・地区街づくり計画や緑地協定制度によるみどりの保全 

国分寺崖線やその周辺区域において、樹林や農地の保全とともに、みどりの創出や敷

地の細分化の防止などによるみどり豊かな住宅地の形成をめざした地区計画・地区街づ

くり計画の策定や緑地協定の締結を促進します。 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

国分寺崖線に対する理解を深め、みどりや生きものの生息・

生育地の保全活動に協力します。また、みどりを適切に維持

管理します。 

事業者 
国分寺崖線に対する理解を深め、みどりや生きものの生息・

生育地の保全活動に協力します。 

世田谷区 
国分寺崖線のみどりの保全に努めるとともに、みどりや生き

ものの生息・生育地の保全活動を進めます。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

国分寺崖線の豊かな自然環境の魅力を発信し、自然環境調査

や生きものの生息・生育地の保全活動を進めます。 

教育機関 

研究機関 

国分寺崖線の豊かな自然環境を守りながら、教育・研究活動

を進めます。 

東京都 

関係自治体 

国分寺崖線などの崖線のみどりの保全について、広域的な連

携を図ります。 

  

みどりのつながりの保全 

地形を大きく改変しない 

スカイラインをつくる 

みどりの保全・創出 ■国分寺崖線の保全イメージ 

みどりのスカイライン（成城み

つ池緑地） 
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１-２．水環境の維持・増進 
 

世田谷は、多摩川や野川をはじめいくつもの川が流れ、国分寺崖線を基軸とした湧水に恵ま

れ、その環境は区民に親しまれてきました。これは、雨水が地下に浸透して土壌に蓄えられ、

地下水が涵養され、湧水となって河川などに流れ込み、大気中に蒸発して再び雨となる連続し

た水循環のあらわれであり、この水循環によってみどりや生きものが育まれてきました。 

しかし、近年市街化の進行に伴い、雨水浸透面が減少したことにより、地下水・湧水の水量

の減少がみられます。また、気候変動により集中豪雨が多発していることから、公共・公益施

設や民有地などの雨水浸透能力を高めることが、水害を防ぐ上でも重要になっています。 

このため、自然の持つ機能を活かした社会基盤（グリーンインフラ）の観点から、その機能

を保全し、強化するよう、河川や湧水、地下水、宙水を貴重な環境資源として保全するととも

に、雨水浸透施設の設置を促進するほか、透水性舗装の拡大を進めるなど、雨水浸透能力の確

保・増進や水循環回復をさまざまな方策で進めます。 

 

 

1-2-1．河川・水辺の保全                           

貴重な水環境である湧水や地下水・宙水の保全を図るほか、河川を含めた水のネット

ワークの保全を図ります。 

また、野川における多自然川づくりなど、水辺の生きもの生息・生育に配慮した河川

やビオトープの整備・管理を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多自然川づくりを進めている野川 経堂五丁目特別保護区 

■多自然川づくりのイメージ 

自然石護岸 

自然石などを用いた護岸整備
などによる生きものの生息・
生育空間の保全・創出 

現存植生の再生 
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水量・水質
の確保 

1-2-2．水循環の回復                              

湧水や地下水・宙水の保全を図るために、農地などの自然面の保全・確保、雨水浸透

施設の設置促進、透水性舗装の拡大、また広域の上流域の自治体と連携した流域対策な

ど、グリーンインフラの観点による取り組みを進めます。 

さらに、湧水保全重点地区の拡大検討を行い、雨水の地下浸透を促進し、適正な水循

環の回復を広げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

雨水浸透施設・貯留施設を積極的に利用するなど、地下水・

湧水の保全に努めます。 

事業者 
雨水浸透施設・貯留施設を積極的に利用するなど、地下水・

湧水の保全に努めます。 

世田谷区 

自然面の保全・確保に努めるとともに、雨水浸透施設や涵養

施設の設置を進めます 

雨水浸透施設設置助成による地下水の涵養や地下水・湧水の

保全指導を行います。 

国 

東京都 

区と調整・連携しながら、生物多様性に配慮した河川の整備・

管理を行います。 

 

雨水浸透施設 

雨水タンク 

蒸発 

降雨 

雨水の地下浸透 

■グリーンインフラによる水循環のイメージ 

河川 

湧水 

雨水の地下浸透 

樹林などのみどり 

農地 

街路樹 

駐車場の緑化 

雨水浸透・貯留施設 

地下水の涵養 
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１-３．農のみどりの継承 
 

世田谷の農地は、「食の供給」をはじめとして、環境の保全、雨水浸透と水の循環、土とのふ

れあい、災害時の防災空間、災害時の農産物の供給、世田谷らしい風景の継承など、多面的な

機能を有しています。 

しかし農を取り巻く状況は、都市化の影響や相続税の負担、周辺に対する配慮、農業従事者

の高齢化や後継者の不足などにより、厳しい状況であり、農地も減少が続いています。 

このような状況を踏まえ、農業振興計画等により、農業が世田谷になくてはならない産業と

して確立するよう、安定した農業経営の確立をめざすほか、農地の保全・活用と、区民と農が

つながる取り組みの拡充を進めながら、農のあるみどりの豊かさを継承し、世田谷の農が、都

市の中でしっかりと位置付けられている状況をめざします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-1．農地の保全                                

多様な機能を持つ農地を区民共通の財産として、新たな制度の活用を含めて、積極的

に保全します。 

 

🌑生産緑地地区の指定 

生産緑地は、農地等の持つ緑地機能に着

目して計画的な保全を図り、良好な都市環

境をつくる上で欠かせないものです。 

農地を都市にあるべきみどりとして保

全するために、所有者の意向を踏まえなが

ら、生産緑地地区の追加指定等を進めます。 

 

 

 

道路の整備 

小規模な農地の 
生産緑地地区への指定 

農地※のみどりの目標量（10 年間） 10 ㏊の減少に抑制する 

■生産緑地地区の指定イメージ 

生産緑地 宅地化農地 農業公園 

構造物の上部空間や
建築物の屋上を利用
した農園 

建築物の敷地や
空地を利用した
農園・家庭菜園 

区民農園など 

※この計画において「農地」とは、耕作の目的に供された土地（生産緑地、宅地化農地等の農業用地のほか、 
家庭菜園、区民農園、農業公園内の菜園を含む）をいいます。ただし、便宜上、みどりの目標量は東京都土 
地利用区分の農地面積を使用しています。 

■世田谷の「農」の空間 

道路の整備によって面積が減少 
するが、生産緑地地区として存続 
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■農地の保全制度の概要 

制度名 

（制度の法的根拠） 
主な要件 税制面の優遇措置 区の管理等 

生産緑地地区 

（生産緑地法・都市計

画法） 

 現に農業の用に供されかつ１年以上

耕作している農地であること 

 良好な生活環境の確保に効用があり、

かつ、公共施設等の敷地の用に供する

土地として適していること 

 一団で面積 500 ㎡以上の規模である

こと（条例により一団で 300 ㎡以上

の規模に定めることができる） 

 農業の継続が可能な条件を備えてい

ること 

 相当期間（概ね 30 年間）にわたって

農業経営等の継続が期待できること 

 固定資産税、都市計画

税の軽減 

 相続税納税猶予 

なし 

区民農園 

（特定農地貸付法・市

民農園整備促進法・世

田谷区立区民農園条

例） 

 基本的に概ね 500 ㎡以上の生産緑地

地区以外の農地 

 接道していること（整備車両の乗り入

れが可能であること） 

 農地所有者と区が 6 年以上の無償使

用貸借契約（以後２年毎の更新） 

 固定資産税、都市計画

税の免除 

 区が管理 

緑域環境維持農地制

度 

（世田谷区緑域環境

維持農地制度実施要

綱） 

 区内に住所を有する農家が現に耕作

する区内の農地で、生産緑地地区以外

の農地 

 面積 150 ㎡以上（当該農地の隣地が

生産緑地地区又は緑域環境維持農地

である場合は 100 ㎡以上）の農地 

 保有農家と区が 5 年間の維持等につ

いて協定を締結 

 災害時、生鮮食品の提供及び仮設住宅

用地等のオープンスペースとして協

定農地を提供 

なし 

 農地の維持に

必要な費用（消

耗品の購入等）

の一部を区が

補助 

農業公園の都市計画

決定 

（世田谷区農地保全

方針） 

 農地保全重点地区内で、農業振興等拠

点として有効性が高い農地及び屋敷

林 

 合計面積１ha 以上で都市計画公園・

緑地に指定 

なし 

 所有者が農地

を手放さざる

を得なくなっ

た時に、区が農

地を取得して

農業公園とし

て整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地地区 
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🌑農業振興施策の展開 

都市農地を保全していくために、区内農産物のブランド化や地産地消の推進など、農

業振興策を展開し、安定的な営農が継続できる環境づくりを進めます。 

 

 

🌑農地保全方針に基づく取り組みの推進 

農地保全重点地区内では、生産緑地地区の追加指定や宅地化農地の区民農園などによ

り農地の保全に努めます。 

また、農業振興等拠点として活用できる農地及び屋敷林を、あらかじめ農業公園とし

て都市計画決定し、さまざまな農地保全策によっても、所有者が農地を手放さざるを得

なくなった時に、区が農地を取得して農業公園として整備することで、農地を長期的に

保全していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌑農の風景の保全 

都市の貴重な農地を保全し、農のある風景を維持していくために東京都の制度である

「農の風景育成地区」に指定されている喜多見四・五丁目では、土地利用の誘導や農の

風景との調和に配慮するほか、農の風景を楽しめる散策ルートの活用を進めます。 

 

  

農家レストラン
や直売所 

農業公園 

■農業公園と生産緑地の一体的利用のイメージ 

生産緑地 

喜多見農業公園   瀬田農業公園分園 
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1-3-2．農とのふれあいの推進                         

区民アンケートでは、今後、参加したいと思うみどりに関連した活動として、農作業

体験が最も多い結果となりました。 

区民が気軽に土に親しみ、収穫の喜びを得る機会を提供し、都市農業への理解を深め

ることができるよう、ふれあい農園、体験農園、区民農園の運営・拡充や、民間事業者

等との連携などを含めて、農地の保全につなげるとともに、農地を活かした農とのふれ

あいの機会の確保、公共・公益施設などの建物や学校の屋上、未利用地などを活用した

農園づくりなど、あらゆる場所に、様々な「農」が息づき、農とふれあうにぎわいの創

出を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

区や JA などが開催する農業に関するイベントへの参加など

を通して、農業農地への理解を深めるほか、区民農園など農

作業を体験できる場を積極的に利用します。 

事業者 

農地を活用した区民が利用できる農園の開設や運営を行い

ます。また、農業従事者は、新鮮な農産物の生産・提供に努

めます。 

世田谷区 

農地の保全・活用に努めるとともに、東京都や農業関係団体

と連携して、都市農地の保全や営農支援に努めます。また、

取得した農地を農業公園として整備・活用を図ります。 

国 

東京都 

区の農地の保全に向けた取り組みを支援します。 

  

小田急線の上部空間を利用した農園 
 

農家主導のもと、民間事業者がサ
ポートして運営する体験農園 
 

農産物の収穫体験（喜多見農業公園） 

伝統野菜の
「大蔵大根」 
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１-４．社寺林・屋敷林などのみどりの保全 
 

世田谷のみどりは、地域の歴史を伝えている社寺林や屋敷林などのまとまりのあるみどり

や、住宅地の庭・みどりなど、民有地に残る身近なみどりが、区域全体に点在していることが

特徴で、みどりの多い住宅都市のイメージをつくっています。 

これらのみどりは、所有者の大変な努力によって維持されてきた貴重な資源であるといえま

す。このようなみどりを守っていくために、現在の法制度や条例をより一層活用するとともに、

所有者が保有し続けることができるよう支援の強化を図ります。 

また、大規模な敷地の計画に対しては、街づくり誘導指針などに基づき、地域のみどりの資

源として保全・継承していきます。 

 

 

1-4-1．社寺林・屋敷林などのみどりの保全・支援                

社寺林や屋敷林などの樹林地・樹木を保全するため、特別緑地保全地区、市民緑地、

特別保護区、保存樹木・保存樹林地、小さな森制度などの諸制度を活用するとともに、

区の制度の拡充を検討するほか、これらの制度の周知機会の拡充に努めます。 

特別緑地保全地区などについては、緑地の保全に関する方針に基づき、新たな地区の

指定の検討を進めます。特別緑地保全地区は、地区ごとに「緑地等に関する保全計画」

を策定し、保全計画に基づき、整備・管理していきます。 

また、所有者が樹林地や樹木を保有し続けることができるよう、地域でみどりの管理

を支援する取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■屋敷林などの保全イメージ 

樹林の管理 

■市民緑地のイメージ 

環境の改善、生きものの生息・生育、

みどりの風景づくりなどに役立つ 

街なかの樹林を保全する 

保存樹林地 市民緑地の設置・管理 
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1-4-2．民有地の身近なみどりの保全・支援                       

住宅地などには、暮らしとともにあった樹木や庭が多く点在しており、みどりが豊か

な世田谷のイメージをつくり出しています。このようなみどりの資源を守り、適切に維

持管理するためには、地域の人々の理解や協力が大切です。 

民有地の身近なみどりを守り、育てるために、保存樹木の指定、樹木の移植の支援な

どのほか、地域でみどりの保全や管理を支援する取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4-3．風景づくりと連携した樹木の保全                    

良好な風景の形成において特に重要な樹木について、景観法に基づく景観重要樹木へ

の指定を検討します。 

 

 
■景観重要樹木の指定要件 「世田谷区風景づくり計画」より 

 

 

 

 

 

 

 

  

 周囲の風景づくりの核又はシンボルとなると認められること。（地域の自然、歴

史、文化などからみて、樹木の樹容が風景上の特徴を有し、景観計画区域内の良好

な風景づくりに重要なものであること。） 

 道路その他の公共の場所から容易に望見されるものであること。 

 適切な維持管理がなされる目途があること。 

保存樹木（並木） 

保存樹木 

既存樹木 

地域住民が落ち葉掃きや清掃などで協力 

地域の大切なみどりとして、 
地域で保全を支援する 

■みどりの保全・支援のイメージ 
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既存のみどりの保全・活用 

花壇や農園 
浸透側溝 

（雨水を浸透させる植栽帯） 

1-4-4．みどりを活かした街づくりの推進                     

🌑大規模な敷地におけるみどりの保全 

建築物の建築や団地の建替えなどの大規模な敷地での土地の改変の機会をいち早く

捉え、環境基本条例に基づく環境配慮制度や街づくり誘導指針の策定・活用などによっ

て、既存の樹木や樹林などを守り活かし、今後の街づくりに役立てていくよう、事業者

に働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌑地区計画・地区街づくり計画や緑地協定制度によるみどりの保全 

みどりの保全・創出や敷地の細分化の防止など、みどりを活かした街づくりをめざし、

地区計画・地区街づくり計画の策定や緑地協定の締結を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

みどりの保全や管理に関わる活動に参加するほか、みどりの

保全に関する制度を活用します。 

事業者 
建築・開発行為において、みどりの保全に配慮した事業を進

めます。 

世田谷区 

みどりの保全・支援を進めるとともに、区が実施する建築行

為において、みどりの保全に配慮した事業となるよう、様々

な手法による取り組みを進めます。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

市民緑地や小さな森の制度により、みどりの保全を進めま

す。 

  

■団地建替えにあわせたみどりの保全・創出のイメージ 
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基本方針-２．核となる魅力あるみどりを創出する 
 

２-１．公園緑地の整備 
 

区内には、都市公園と身近な広場（条例別表・規則別表）を合わせて約 590 箇所の公園緑地

等があり、都市環境の改善、レクリエーションや子どもの遊び場の確保、防災の拠点、良好な

都市の風景づくりなどの多様な機能を持ち、地域の貴重なみどりの拠点となっています。 

これらの公園緑地について、区民１人当たり６㎡を確保することをめざすとともに、地域の

特性やニーズに応じた区民に親しまれる魅力と特徴を備えた、質の高い公園となるよう整備を

進めます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

公園のみどりの目標量（10 年間） 40 ㏊増やす 

世田谷公園     三宿の森緑地   羽根木公園 

成城三丁目緑地    ねこじゃらし公園   次大夫堀公園 

瀬田四丁目旧小坂緑地    駒沢緑泉公園   目黒川緑道 
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2-1-1．公園緑地の配置・整備                            

世田谷区立公園条例において、区民１人当たりの公園面積の目標は６㎡以上としてい

ます。現状は 2.97 ㎡（2017（平成 29）年現在）と目標に達していないことから、財

政計画との整合性を図りながら、地域の資源を活かしつつ、不足している世田谷の公園

緑地が充実するよう努めます。 

 

■公園緑地の配置・整備方針 

❶効果的な手法による都市計画公園・緑地の整備 

 都市計画公園・緑地の未開設区域は、都と区の役割分担により整備します。 

 区が設置する都市計画公園・緑地は、優先整備区域の事業化を図るとともに、事業

効率や緊急性を考慮しながら未開設区域の開設をめざします。 

 東京都には、都が設置する都市計画公園・緑地、特に祖師ヶ谷公園の整備推進を要

請していきます。 

❷特に公園緑地が少ない地域の公園緑地整備 

 街区内の居住者が公園緑地を容易に利用することができるように、「特に公園緑地

が少なく公園緑地を配置する地域」において、公園緑地整備を進めます。 

➌中規模公園の整備 

 世田谷には、日常的な屋外レクリエーションや災害時の避難地としての機能を果た

すことができる敷地面積１ha 以上の中規模公園が不足しています。そのため、中

規模公園を「みどりの拠点」及び「中規模公園を配置する地域」に、機会を捉えて

整備します。 

➍公園緑地による、まとまりのあるみどりの保全 

 世田谷の自然的環境を保全、改善し、都市景観の向上を図るため、「骨格的なみど

りの軸」を中心に、市街地に残る良好な樹林地、湧水地などのみどりを、公園緑地

として保全します。 

 「農地保全重点地区」では、農業振興等拠点として活用できる農地及び屋敷林を、

あらかじめ農業公園として都市計画決定し、所有者が農地等を手放さざるを得なく

なったときに、農業公園として整備します。 

➎街づくり事業と連携した良好な公園緑地の整備 

 土地区画整理事業や開発行為、防災街づくり、道路・鉄道の整備、団地の建替

えといった他の街づくり事業の機会を捉え、公園緑地整備を推進します。 

❻ぽけっと公園の拡大、機能分担 

 ごく小規模なぽけっと公園（敷地面積 500 ㎡未満）は、街区公園（敷地面積 500

㎡以上１ha 未満）の機能を補完することを目的とした公園です。遊戯、軽運動、

休養などの身近な公園としての機能を充実させるために、ぽけっと公園の敷地面積

を拡げていきます。 

 複数のぽけっと公園が近接している場合は、それらのぽけっと公園を一つのグルー

プと考えて、改修などの機会を捉えて、遊戯、軽運動、休養などの機能を分担する

ことにより、グループ全体で街区公園としての機能を確保していきます。 
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中規模公園を配置する地域 

特に公園緑地が少なく 
公園緑地を配置する地域 

骨格的なみどりの軸 

みどりの拠点 

農地保全重点地区 

■公園緑地配置方針図 

 

凡 例 
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2-1-2．様々な手法による公園緑地の確保                            

「借地公園」や、民間の活力を導入することにより早期に公園的空間として整備・公

開する「民設公園」、限られた都市空間を有効に利用できる「立体都市公園」、「寄附公園

制度」といった様々な手法を用いて公園緑地の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■様々な手法による公園緑地の確保 

制度名 

（制度の法的根拠） 
主な基準 税制面等の優遇措置 管理 

借地公園 

（都市公園法、世田

谷区立公園条例） 

 面積 500 ㎡以上 

 土地所有者と区が20年以上の無償使用

貸借契約 

 公園緑地として適切に維持管理、活用で

きること 

 固定資産税、都市計画税

の免除 

 相続税の土地評価が４割

減（ただし、相続人から引

き続き公園として貸し付

ける同意が必要） 

 区が管理 

身近な広場 

（世田谷区立身近な

広場条例） 

 土地所有者と区が原則10年以上の無償

使用貸借契約 

 身近な広場として適切に維持管理、活用

できること 

 固定資産税、都市計画税

の免除 

 区が管理 

民設公園 

（東京都民設公園事

業実施要綱） 

 都市計画公園・緑地内において、民間事

業者による、敷地の７割以上かつ１㏊以

上の公園的空間の整備・管理 

 民間事業者は、継続的な維持管理のた

め、最低 35 年分の管理費を一括拠出 

 都市計画法第 53 条を特

例許可  

 公開される土地について

は、固定資産税、都市計画

税を減免 

 民間事業者 

が管理 

寄附公園制度 

（世田谷区公園緑地

等の寄附の受入要

綱） 

 面積基準なし 

 公園緑地等として適切に維持管理、活用

できること 

 公園緑地等名称の一部

に、寄附者のお名前等を

入れることができる 

 寄附の経緯等を記載した

案内板等を寄附した公園

緑地等に設置できる 

 所得税等の寄附金控除の

対象となる 

 区が管理 

 

 

2-1-3．みどりを守り育てる資金の確保                      

公園緑地を確保・整備するため、国や都からの交付金や補助金、世田谷区みどりのト

ラスト基金への寄附金募集、せたがや区民債の発行などにより資金確保に努めるほか、

新たな資金確保の手法を検討します。 

 

寄附を受けて整備した淡島阿川公園 電車車庫上部を借地によって身近な広
場として整備したきたみふれあい広場 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/kouen_yousiki_01.pdf
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/kouen_yousiki_01.pdf
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2-1-4．区民、事業者との協働による魅力ある公園づくり              

多くの方に利用される魅力ある公園をつくるには、地域の特性を活かし、子どもの遊

びや地域ニーズを的確に捉えた計画や、地域住民による管理や運営の関わりが大切です。 

区民との協働、民間活力の活用を積極的に進め、公園を地域の財産として最大限に活

かす取り組みにより、魅力ある公園づくりを進めます。 

 

🌑区民との協働による公園づくり 

公園づくりにおいては、規模や種類に応じてワークショップや利用者アンケートなど

多様な手法により、計画から管理・運営まで区民参加を進めるとともに、参加・協働に

よる仕組みや場を増やします。 

 

 

 

🌑生物多様性に配慮した拠点づくり 

多様なみどりを育み生きものの生息環境の確保・向上につながる貴重な拠点として、

生物多様性の向上を図る整備、管理に取り組みます。 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

草屋根 

草地の創出 

■生物多様性に配慮した拠点づくりのイメージ 

生物多様性に配慮した公園管理（桜丘すみれば自然庭園） 
時期や頻度を変えた草刈りや、剪定枝や枯れ木積みなどにより、多様な生きものの
住処をつくる工夫をしています。 
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🌑外遊びや自然体験の拠点となる公園づくり 

公園は、子どもの身近な遊び場として、重要な役割を持つ施設です。子どもたちが遊

具や広場で楽しく遊べる公園にするとともに、緑豊かな公園で自然にふれ、体験できる

場づくりを進めます。 

既存のプレーパークを地域の外遊び啓発の拠点とするとともに、砧地域のプレーパー

クの設置や、プレーカー（プレーパークの出張事業）の実施、プレーリヤカー（乳幼児

の公園でのひろば活動）の拡充など、公園を利活用し、身近な自然体験、外遊びの場と

機会の充実をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌑民間事業者等による公園づくり   

民間事業者や地元造園企業との効果的な連携により、地域の特性を活かしながら特徴

ある公園づくりを取り組んでいきます。 

また、Park-PFI 制度の活用などにより、民間事業者が公園施設の設置や管理運営を行

うことで、財政負担の軽減や公園サービスの向上を図り、公園利用者の満足度を高める

公園づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収益施設の設置・管理を行う 
民間事業者を公募 

収益 

収益を活用して整備・管理 

■民間事業者による公園づくりのイメージ 

プレーパーク プレーリヤカー 
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🌑防災関連施設を持つ公園づくり 

災害時において、公園は地域住民の避難場所

や火災の延焼防止などの重要な役割を果たしま

す。そのため、公園の立地、規模、種別に応じた

防災面の機能強化を図り、都市の防災性を向上

させます。 

公園づくりにあたっては、一時集合所あるい

は災害復旧の拠点となるよう、必要に応じて、災

害用マンホールトイレ、災害用井戸、太陽光発電

灯、避難しやすい出入口等、防災機能を高める施

設を設置します。 

 

 

🌑誰もが利用しやすい公園づくり                       

様々な人が安全に、安心して公園を利用できるように、自然特性などを考慮しながら、

ユニバーサルデザインの公園づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

ワークショップに参加するなど、公園緑地の整備や管理運営

について主体的に関わります。 

事業者 
公園施設の設置管理やリニューアルなどに関して、積極的に

関わります。 

世田谷区 

生物多様性、防災、ユニバーサルデザインなどに配慮した公

園整備を進めます。 

民間事業者や区民が公園緑地の整備や管理に関わることが

できるよう制度を整備します。 

  

二子玉川公園のカフェは、災害時に
は帰宅困難者を支援する施設として
の機能を持っています。 
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２-２．公園緑地の管理運営 
 

年月を経て老朽化する公園緑地等を維持管理していくには、維持経費の平準化や優先度を設

定した効果的な施設の更新が必要です。このような課題に対応していくため、公園緑地につい

て適切な維持管理を進めます。 

また、公園緑地をストックとして、その機能や個性を最大限に、かつ柔軟に引き出しながら

地域の魅力を高めていく管理運営等を進めます。 

 

 

2-2-1．公園の適切な維持・更新                          

🌑公園施設の適正管理 

「世田谷区公共施設等総合管理計画」を踏まえ策定した「世田谷区立公園等長寿命化

改修計画」に基づき、誰もが安全で、安心して公園を利用し続けることができるよう、

対処が必要になってからの応急的な維持管理手法ではなく、専門家による点検等を含め

た予防保全型の維持管理により、計画的な公園等の改修・修繕を行います。 

また、防犯効果を高める見通しの効く公園づくりや遊具の安全保守の徹底、利用者の

適正利用の誘導など、地域との協働により、安全で快適な公園管理に努めます。 

さらに、生物多様性に配慮した公園など、公園の特色に応じたふさわしい維持管理を

進めます。 

 

🌑公園樹木の適正管理 

公園開設から年月が経ったことにより樹木の老齢化が進み、倒木や枯れ枝の落枝など

による被害の危険性が高まっています。 

このため、樹木医などの専門家による点検や診断に基づく樹木管理を推進し、公園利

用者の安全性を確保します。また、倒木の危険性が高い樹木については、樹木医の診断

のもと優先度を設定し、更新していきます。 

 

🌑区民参加を促進する公園管理 

区民参加の公園管理の取り組みのひとつである、自主的な区民団体との協定による

「公園管理協定制度」や「花による緑化推進」について、地域のコミュニティによる公

園の利活用の取り組みとして、引続き協働・支援します。 

また、管理作業の拡充を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 区民による軽剪定作業 区民によるペンキ塗り替え 
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2-2-2．地域の魅力を高める公園マネジメントの検討                       

公園を活かして、公園を含めた地域全体の魅力をさらに高めて活性化していくために、

区民や事業者、地元商店街、大学など、地域の様々な主体との連携によるイベントの開

催や管理・運営組織の設置、周辺との連携を含めた公園の活用など、多様な観点から公

園のマネジメントを検討していきます。 

 

 

■公園を活用したにぎわい創出のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

公園管理協定制度や花による緑化推進などの公園緑地の管

理活動に参加します。 

また、公園緑地の魅力を創出し、活性化を図るための企画立

案と実施に努めます。 
事業者 

世田谷区 

公園緑地の適切な維持管理に努めます。また、区民・活動団

体の支援や事業者の活用を含めた公園緑地の魅力を創出す

るマネジメントを検討します。 

  

カフェなど 

公園周辺の事業者による 
公園の管理・運営 

公園 

公園に隣接する施設との
連携による魅力づくり 公園と周辺のオープンスペースを

一体的に使用したイベントの開催 
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２-３．区民がふれあえる水辺の再生 
 

水との関わりが豊かであったかつての姿を取り戻すために、これまで親水公園づくりや高度

処理水の利用によるせせらぎの復活などを進めてきました。 

引き続き、湧水や河川などの地域の水資源を活かしながら、水路跡や緑道、緑地、学校、公

共・公益施設において、トンボ池などのビオトープの造成など、区民が身近に水とふれあい、

鳥や虫などの生きものを育む水辺を再生するとともに、水辺のネットワークづくりを進めてい

きます。 

 

 

2-3-1．区民がふれあえる水辺の再生                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

ビオトープの整備や管理に協力します。 

事業者 
建築・開発行為において、ビオトープや水辺の整備に努めま

す。 

世田谷区 
水資源を活用したビオトープづくりなど、水辺の再生を進め

ます。 

教育機関 

研究機関 

再生された水辺を活用し、研究・教育の場とします。 

  

城山小学校と烏山川緑道に一体的に
整備された水辺空間 

■湧水を活かした緑地のイメージ 

湧水 

ベンチ 
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基本方針-３．街なかに多様なみどりをつくり、つなげる 
 

３-１．民有地のみどりづくり 
 

世田谷においては、民有地の敷地が約７割を占めています。みどり率 33％を実現していく

ためには、民有地においていかにみどりを保全・創出するかが重要です。 

このため、これまでの区民や事業者が進めるみどり保全や創出の取り組みの支援や、制度に

基づくみどりの保全・創出をより一層強化していくとともに、みどりの質の向上をめざした仕

組みづくりを進めます。 

 

 
 

 
 

3-1-1．花とみどりの街づくりの推進                       

民有地において、既存の樹木や庭などをみどりの資源として大切に残すよう努めると

ともに、花やみどりを積極的に創出することで、ネットワークとしてみどりがつながる

良好な風景となる街並みづくりを促進します。また、雨水浸透施設の設置促進など、グ

リーンインフラの観点からの取り組みを進めます。 

 

🌑ひとつぼみどりなどの創出 

通りに面した部分などに、１坪（約 3.3 ㎡）程度の小さなみどり（ひとつぼみどり）

づくりや、生きものを呼び込む「ちょこっと空間」づくりを促進し、みどりの街づくり

を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

たとえば、世田谷区内の戸建て住宅 12 万戸に
おいて、１坪（約 3.3 ㎡）程度の小さなみどり
を創出すると、全体で約 39.6 ㏊となります。 
小さなみどりでも、みんなで取り組むことで、
大きなみどりを生み出すことができます。 

民有地のみどりの目標量（10 年間）  157 ㏊増やす 

ちょこっと空間（バードバス） 既存の樹木の保全 

１坪程度の小さな 
みどりの創出 

■ひとつぼみどりとちょこっと空間のイメージ 

約39.6 ㏊のみどり 

約 3.3 ㎡ × 12 万戸 

雨水浸透施設 
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🌑民有地の身近なみどりの保全・支援                       

住宅地などに点在している、暮らしとともにあった樹木や庭などのみどりの資源は大

切に残すように努め、適正に維持管理するため、敷地の細分化の防止や保存樹木の指定

拡大及び管理支援、樹木の移植の支援拡充などを検討し推進します。 

 

 

🌑みどりがつながる街並みづくりの支援 

生垣、花壇造成、屋上緑化・壁面緑化、シンボルツリー、駐車場緑化などについて、

区民や事業者の取り組みを支援する助成制度の拡充を検討し活用を一層促進します。あ

わせて、（一財）世田谷トラストまちづくりが実施する３軒からはじまるガーデニング支

援制度や小さな森制度も活用し、みどりの創出を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■みどりがつながる街並みのイメージ 

生垣緑化 

シンボルツリー 

屋上緑化 

駐車場の
緑化 

公共空間のみどりとの
つながりをつくる 

駐車場の 
屋根緑化 

緑道 

緑道に面する部分に
みどりを創出し、 
つながりをつくる 

緑道からの景観
に配慮した建築 

既存樹木の保全 

商業施設の屋上を公開した小さな森 
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屋上緑化 

立体駐車場の 
屋上・壁面緑化 

屋上菜園 

生垣緑化 

屋上緑化 

緑のパーゴラ 

既存樹木の保全 

緑道 

農地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌑鉄道沿線のみどりの保全・創出 

鉄道沿線に面する敷地の境界部などでは、積極的に緑化を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

  

シンボルツリー 

生垣緑化 

３軒からはじまる 
ガーデニングの実践 

駐車場の 
路面の緑化 

花壇 

沿線のみどりの 
保全・創出 

沿線のみどりの 
保全・創出 

■鉄道沿線のみどりの保全・創出のイメージ 

鉄道沿線の花壇とみどり 

樹木の移植 

駐車場の 
路面の緑化 

■みどりがつながる街並みのイメージ 
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3-1-2．緑化指導・誘導の推進                          

民有地のみどりの量を底上げするには、宅地での建築行為の機会を捉えて、一定のみ

どりの量を確保することが有効です。 

世田谷区では、都市緑地法に基づく緑化地域制度やみどりの基本条例に基づくみどり

の計画書制度により、一定規模以上の敷地で建築行為や開発行為を行う場合に、一定割

合の緑化率を満たすみどりを確保する制度に基づきみどりの保全や創出を誘導してい

ます。 

緑化地域制度については、制度の適切な運用に努めるとともに、緑化率の基準の強化

を検討します。また、みどりの計画書制度については、検証や誘導手法を検討しながら、

拡充を図り、緑化地域制度と一体的に運用し、みどりの創出を積極的に推進します。 

このほか、質の高い緑化の推進や開放性の高い空地の創出など、良好なみどりの創出

を誘導していくための新たな仕組みを導入します。 

 

 

 

 

 

3-1-3．建設行為等におけるみどりの風景づくり                        

景観法及び風景づくり条例に基づき、一定規模以上の建設行為等の届出に際して、風

景づくりに配慮した良好なみどりを確保した計画となるよう、風景づくりの方針・基準

に沿って指導・誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

樹木の保全や、近隣と協力しながら花とみどりの街づくりに

取り組みます。また、みどりの適切な管理に努めます。 

事業者 
建築・開発行為に際して、良好なみどりを保全・創出するよ

う努めます。また、みどりの適切な管理に努めます。 

世田谷区 
必要な制度の検証・検討を行うほか、様々な制度を活用し、

良好なみどりを保全・創出するよう誘導します。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

小さな森の制度や３軒からはじまるガーデニング支援制度

により、花とみどりの街づくりを支援します。 
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道路区域を活用した植栽や

雨水を浸透させるレインガ

ーデン（雨水浸透緑地帯） 街路樹の根が伸び 

やすい基盤の確保 

雨水の地下浸透 雨水の地下浸透 

道路の空間構成に応じた 

適正な樹形の維持 

３-２．みどりの公共・公益施設づくり 
 

道路や学校を含めた公共・公益施設は、区等が整備・管理する施設として、みどりの量だけ

でなく質の面でもモデルを示し、世田谷みどり 33 を牽引していく役割が期待されます。 

これらの施設について、地域におけるみどりのネットワークの軸や拠点となるよう、みどり

の創出を進めていきます。 

また、風景づくり計画に基づき、「風景づくりのガイドライン（公共施設編）」を作成し、ガ

イドラインに沿って整備することで、公共・公益施設が街の魅力を先導する役割を果たすよう

に努めます。 

 

 

3-2-1．みどりの道づくり                           

街路樹などの道路のみどりは、その空間を含めて、身近なみどりであるだけでなく、

良好な風景づくりや災害時の延焼遅延、大気の浄化や生きものの移動経路、快適な日陰

をつくり出すなど、様々な機能を持っています。 

このような道路のみどりの機能を踏まえ、「道路緑化整備指針」に基づき、緑化手法の

工夫や植栽基盤の確保のほか、街路樹の定期的な点検、樹木医による診断と診断に基づ

く優先度を設定した計画的な更新などの適切な維持管理に努め、安全性の確保とグリー

ンインフラとしての機能を確保し、みどりがうるおう道づくりを進めます。 

また、このようなみどりの道づくりは、都や国に対しても働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

  

道路のみどりの目標量（10 年間） 20 ㏊増やす 

■みどりの道づくりのイメージ 

道路整備事業により生じた角地 

を植栽地として活用 

適切な維持管理により大きく育っ

た街路樹（西用賀通り） 
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3-2-2．みどりの学校づくり                          

次世代を担う子どもたちが過ごす学校において、質の高いみどりを確保することは、

教育の面からも重要です。 

学校については、校庭芝生化、屋上緑化、みどりのカーテンなど積極的にみどりの創

出を進めるほか、敷地の接道部の緑化や街かどの小広場の確保、植栽地の補植など、街

と一体となったみどりの学校づくりを進めます。 

また、このようなみどりの学校づくりは、区立以外の学校に対しても働きかけていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校のみどりの目標量（10 年間） 10 ㏊増やす 

角地に緑地を確保した桜木中学校 

屋上緑化や農園 

校庭の芝生化 

街かどの小広場 

接道部の緑化 

ビオトープ 

屋上緑化 

接道部の 

歩道の確保 

緑道 緑道との一体化 

接道部に花壇を確保した桜小学校 

■みどりの学校づくりのイメージ 
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3-2-3．みどりの公共・公益施設づくり                     

公共・公益施設は、地域のみどりのシンボルとして、美しい風景をつくり、訪れる人

に潤いややすらぎを与える拠点となることが求められます。このため、敷地の接道部の

緑化や街かどの小広場の確保、外周部などにおけるシンボルツリーの整備や花壇づくり、

屋上緑化・壁面緑化、みどりのカーテンづくりなど、みどりが見える施設づくりを積極

的に進め、量だけでなく、質の面においてもみどりの街づくりをリードする公共・公益

施設づくりを進めます。 

また、このようなより豊かなみどりの公共・公益施設づくりは、都や国に対しても働

きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

道路、学校、公共・公益施設の花壇づくりに協力します。 

世田谷区 
区の施設において、みどりのモデルとなるよう、積極的に花

やみどりの創出を進めます。 

国 

東京都 

国や都の施設において、花やみどりの創出を進めます。 

 

■みどりの公共・公益施設づくりのイメージ 

屋上緑化 

区民などによる花壇づくり 

隣接地のみどりと一体とな
ったクールスポット 

公共・公益施設のみどりの目標量（10 年間）  3 ㏊増やす 

シンボルツリー 

街に開かれた 

みどりの広場 

緑のパーゴラ 

緑のカーテン 
駐車場の緑化 

雨水の地下浸透 
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３-３．新たなみどりの創出 
 

東京外かく環状道路や鉄道などの大規模施設の上部空間を活用し、まとまりのある、連続し

たみどりの空間として確保していきます。また周辺も含めて積極的にみどりを創出した空間の

整備に努めます。 

また、空き地などの未利用地において、暫定的なみどりの空間としての活用策や、花とみど

りを活かした地域ぐるみの街づくりを検討します。 

これらのみどりの創出や活用にあたっては、エリアマネジメントなどの地域の活性化の仕組

みづくりと一体的に進め、地域の魅力を様々な主体との連携によって高めていくよう努めま

す。 

 

 

3-3-1．新たなみどりの創出                           

🌑鉄道や道路の構造物などを活用したみどりの空間の創出 

道路や鉄道などの大規模施設の上部空間を活用し、まとまりのある、連続したみどり

と、周辺のみどりを含めて積極的に創出・活用した空間の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄道の上部空間に整備した 

代田富士 356 広場 

※東名ジャンクション（仮称）上部空間等利用計画（素案）をもとに作成 

■東名ジャンクション（仮称）周辺地区の街づくりにおけるみどりの創出のイメージ 

上部空間等を含めた東名ジャン

クション（仮称）周辺地区では、

上部空間等の管理主体に加え、

「砧の原風景(国分寺崖線や農

地、野川等のみどりとみずの豊

かな風景)」をテーマに、町会・

自治会や、地域住民、民間企業

等がつながり、円滑に意見交換

や連携を行うことができる体制

を築くことで、にぎわいづくり

を図るとしています。 
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🌑地域ぐるみのみどりづくり 

一定の広がりのある地域において、地域住民や事業者などが主体となり、また区など

との協働によって、地域にふさわしいみどりづくりを促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成城地区では、地域のみどりや歴史を活かし「成城らしさ」を

育んでいくため、「成城みどりのスタイルブック」を作成し、

みどりづくりの輪を広げていくことをめざしています。 
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🌑「市民緑地認定制度」などを活用した未利用地におけるみどりの創出 

民間主体が空き地等において、園路又は広場、修景施設、休養施設、管理施設等を整

備し、公園と同等の空間を創出する「市民緑地認定制度」などを活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民緑地認定制度 

制度名 

（制度の法的根拠） 
基準等 税制面の優遇措置 区の管理等 

市民緑地認定制度 

（都市緑地法） 

 民間主体が市区町村長による設置管理

計画の認定を受け、オープンアクセスの

市民緑地を設置、管理 

 面積 300 ㎡以上 

 緑化率 20％以上 

 設置管理期間 5 年以上 

 緑地保全・緑化推進法

人が設置管理する認

定市民緑地は、固定資

産税、都市計画税の軽

減（3 年間 原則 1/3

軽減） 

 民間主体が管理 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

みどりの保全に関する制度の活用や未利用地などを活用し

たみどりの創出に取り組みます。 

東京外かく環状道路や鉄道などの上部空間の活用に取り組み

ます。 
事業者 

世田谷区 
様々な空間を活かして、みどりを創出する仕組みづくりを進

めるとともに、多様な主体に働きかけていきます。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

市民緑地の整備・管理などを通して、区民や活動団体を支援

します。 

 

  

土地所有者 

コミュニティガーデン 

世田谷区など 

活動団体等 

空き地 

コミュニティガーデン 

整備・管理 

空き家 

調整等 貸し付け 

■市民緑地認定制度を活用したみどりの創出のイメージ 
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３-４．外来種や野生生物への対応 
 

「生きものつながる世田谷プラン」に基づき、野生生物との共存や外来種への認識を高める

ために、外来種リストの作成や、正確でわかりやすい防除等の知識の普及啓発を行います。 

また、侵略的外来種による生態系への影響など、被害が深刻な場合は、区民との協働による

防除を実施します。特に、国分寺崖線のように在来種の貴重な生息・生育地では、在来種の保

護とともに、外来種の侵入防止に努めます。 

 

 

3-4-1．外来種や野生生物への対応                       

 

🌑世田谷の生態系に影響を及ぼす外来種対策の実施 

外来種に対する区民の認識を高めるために、外来種リストの作成や侵略的外来種の区

内への侵入や区外への拡散防止の対策を行います。 

 

 

🌑野生生物の適正管理、普及啓発の推進 

野生生物とうまく共生する方法について普及啓発を進めますが、生活被害が深刻な場

合には防除活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

野生生物や外来種への理解を深めるとともに、外来種の防除

活動に参加します。 

事業者 緑化に用いる植物はなるべく在来種を尊重します。 

世田谷区 

生活被害を及ぼす野生生物の防除や共生に向けた普及啓発

に努め、侵略的外来種や生態系被害防止外来種リスト掲載種

の区内への侵入や区外への拡散を防止します。 
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３-５．みどりによる安全な街づくり 
 

みどりやみどりの空間は、災害時には、延焼遅延効果や避難場所、救援活動拠点、水害の防

止や緩和、消防水利など、多面的な機能を発揮します。 

このようなみどりの機能を活かし、雨水の浸透・貯留を促進する取り組みを強化します。ま

た、道路の整備とあわせた沿道の緑化や適切に公園緑地を整備していくことによってネットワ

ークをつくり、災害時の安全な市街地形成に寄与する街づくりを進めます。 

広域避難場所については、その機能の維持・向上を図るために、場所の拡張や土地利用転換

におけるオープンスペースの確保などの誘導を図ります。 

特に、東京都の防災都市づくり推進計画における重点整備地域及び整備地域などの防災上課

題のある地区について、オープンスペースの確保などを進めます。 

 

 

3-5-1．災害に備えた水環境の整備                        

近年の異常気象によりゲリラ豪雨といわれる

短期間に降る局地的な豪雨が多発し、中小河川

の水害が発生する危険性が高まっています。 

このような都市型水害の対策として、みどり

の持つ機能を活かしたグリーンインフラの観点

からの取り組みとして、「豪雨対策基本方針」に

よる“雨と向き合うまちづくり”“雨水をたくわ

えるまちづくり”“雨水を活かすまちづくり”を

基本とし、雨水浸透機能の保全、再生および雨水

貯留を進めます。また、樹木や樹林地は、土砂崩

れなどの災害を防止し、発生した場合でも被害

を緩和する役割を果たすことから、防災・減災の

面からもその多面的な機能を活用していきます。 

さらに、地震などの災害発生時に備え、防火水

槽などの利用可能な水を確保します。 

 

 

 

 

 

 

  

雨水貯留施設（校庭など） 

駐車場  学校  道路 公園緑地 戸建て住宅 集合住宅 

浸透側溝 雨水浸透施設 雨水浸透施設 

雨水を貯留して自然に地下に浸透さ
せるレインガーデン（上用賀公園） 

■災害に備えた対策のイメージ 
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3-5-2．みどりによる防災機能の強化                      

街路樹のある道路の整備や緑道、河川、公園などのオープンスペースを活用して、災

害時の延焼遅延効果を持つ空間や避難路のネットワークをつくります。 

また、震災時のブロック塀などの倒壊による被害の軽減や安全な避難路の確保のため

に、接道部の生垣緑化、通り抜け空間の確保、公共施設などを中心に、耐火性のある樹

種の植栽などを進めます。 

生産緑地地区などの農地は、防災の面からも重要なみどりであるため、延焼防止のほ

か、災害時の応急仮設住宅の建設用地など復旧・復興時において有効に機能する土地と

して保全を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

雨水浸透施設や防火水槽の設置、通り抜けルートや防災に役

立つ広場の確保などに協力します。 

また、防災性の向上に役立つみどりの保全・創出を図ります。 事業者 

世田谷区 

公園緑地や公共・公益施設について、災害に備えた整備・管

理を進めます。 

また、災害に強い街づくりを誘導していきます。 

  

農地の保全 
（災害時の食糧
供給、仮設住宅
用地など） 

防災拠点へのアクセス路 

通り抜けルートとなる 
みどりの空間の確保 

防災街づくりに 
役立つ広場の確保 

避難路となる道路沿道の 
生垣緑化（耐火性のある
樹種など） 

緑道 

防災施設を備えた 
公園の整備 

■みどりを活かした防災街づくりのイメージ 

耐火性のある樹種
などによる緑化 

防災街づくりに 
役立つ広場の確保 

行き止まり道路の 
解消 
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基本方針-４．みどりと関わる活動を増やし、協働する 
 

４-１．みどりを守り育てる活動の活性化 
 

区内では、様々な活動団体がみどりを守り、つくり、管理する活動を進めています。世田谷

みどり 33 の実現は、区だけでなく、区民や活動団体、事業者などとともに、目標を共有し、

一体となって進めることが不可欠です。 

世田谷みどり 33 に向けた取り組みをさらに強化し、加速化するために、それぞれの主体が

行う活動を活性化する取り組みを進めます。さらに、主体間の連携（ネットワークづくり）も

進めていきます。 

 

 

4-1-1．国・東京都・関係自治体との連携                    

世田谷みどり 33 の取り組みを効果的に行うために、国・東京都・関係自治体と情報

を共有するなど、連携して取り組みます。 

 

 

 

 

 

4-1-2．区民や団体などとの連携                        

区民や活動団体、事業者がみずから進めているみどりを守り、つくり、管理する取り

組みを支え、また連携を強化していきます。 

また、個々の活動がより大きな成果を生み出すよう、それぞれの主体を結ぶ中間支援

組織づくりを含めた、みどりと人のネットワークづくりのほか、エリアマネジメントな

どの地域の活性化を図る仕組みと一体的に進める新たなみどりの創出など、多様な主体

との連携による、地域の魅力を高める仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

区が設定したテーマをもとに、活動
団体と区が協働で実施しているイベ
ント（落ち葉ひろいリレー） 

 

活動団体 

活動団体 

中間支援組織 行政 

・人材育成 
・コーディネート 
・情報提供  など 

連携 

支援・協力 

■中間支援組織のイメージ 
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4-1-3．みどりの表彰制度の推進                         

区民・活動団体・事業者などが実施する世田谷みどり 33 をめざした取り組みを共有

し、さらに大きな、そして新しい取り組みとなっていくように、世田谷みどり 33 の実

現に資する優れた活動や協力者などを表彰します。また、緑化基準に適合した建築物に、

地上部緑化基準の実施した緑化率に応じて交付していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-4．トラスト運動支援者数の拡大                          

これまで進めてきた「世田谷トラスト運動」をさらに広

げていくために、セミナーの開催や情報発信拠点を活用し、

トラスト運動への参加の輪を呼びかけていきます。 

 

 

 

■トラスト会員募集チラシ 

 

 

4-1-5．協働によるみどりの風景づくり                       

地域風景資産の選定・普及など、区民・事業者との協働により、みどりの風景づくり

を推進するとともに、風景づくりに関わる区民の自発的な活動を支援します。 

また、風景づくり計画に基づく界わい形成地区の指定など、風景づくりに関する地域

独自のルールづくりについて検討します。 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

みどりを守り育てる活動をさらに広げていくほか、団体間の

交流や連携した活動を進めます。また、世田谷トラスト運動

に参加し、支えます。 事業者 

世田谷区 
みどりを守り育てる活動をさらに広げていくほか、団体間の

交流や連携した活動の支援を進めます。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

トラスト運動支援者数の拡大を図ります。 

国 

東京都 

関係自治体 

区などと連携したイベントの開催などを検討します。 

地上部緑化基準の 
実施緑化率 
20％未満 

地上部緑化基準の 
実施緑化率 

20％以上 30％未満 

地上部緑化基準の 
実施緑化率 
30％以上 

■建築物緑化認定ラベル 
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４-２．みどりに関する情報の管理・発信 
 

みどりの街づくりを効果的に進めていくために、区だけでなく、区民や事業者のみどりに関

する情報を、それぞれの主体と共有することが大切です。 

みどりに関する基礎的な情報を収集するとともに、多様な主体と共有できる情報を一元的に

管理し発信していきます。 

 

 

4-2-1．みどりに関する情報の管理・発信の仕組みづくり                     

 

🌑みどりに関する情報の収集・管理 

５年ごとに実施している「みどりの資源調査」などの、みどりに関する基礎的な調査

を継続し、蓄積するとともに、多様な主体が共有できるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 年度の「まちの生きものしらべ」の成果 

区民が参加して生きものを調査する 
「まちの生きものしらべ」 
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(一財)世田谷 

トラストまちづくり 

世田谷区 

教育機関 

研究機関 

事業者 

区民・ボランティア 

活動団体 

 

みんなが共有できる 

情報ネットワーク 

🌑情報発信の仕組みづくり 

多様な主体が有する情報を共有することができるネットワークづくりを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

活動を通してみどりに関する情報を収集し、発信します。 

事業者 
事業活動におけるみどりを守り育てる取り組みを積極的に

発信します。 

世田谷区 みどりに関する調査を定期的に実施するとともに、みどりに

関する情報を収集し、発信します。 

また、区民や活動団体、事業者が情報を利用しやすく、一括

して管理できる仕組みを検討します。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

教育機関 

研究機関 

教育や研究を通して得られた情報や成果を蓄積するととも

に、広く発信していきます。 

 

  

■情報ネットワークのイメージ 
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基本方針-５．みどりと関わる暮らしを楽しみ、伝える 
 

５-１．みどりに関する普及啓発 
 

みどりの街づくりを進め、世田谷みどり 33 を実現していくためには、みどりが有する多様

な機能・働きについて、一人ひとりが理解することが、最も基本的なことといえます。 

このため、より多くの区民がみどりに関心を持つことができるよう、みどりに関する普及啓

発の充実を図り、みどりに関わることを楽しめるライフスタイルを確立していくことをめざし

ます。 

 

 

5-1-1．みどりを理解する場づくり                       

みどりの機能やみどりの重要性を理解し関心をもつことができるよう、みどりを守り、

増やすイベントなどの開催や、地域のみどりの資源などを紹介する取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

せたがやガーデニングフェアは、緑と花を主題におき、“せたがや”らしい快適な
環境の向上を区民・事業者とともに考え行動するもので、地元の造園企業などが
組織する実行委員会が主催しています。 
フェアでは、ウォールバスケット講習会（右）などを開催しています。 

地域全体（フィールド）をひとつの博物館（ミュージアム）として捉え、学習・
体験の場とするみどりのフィールドミュージアム 
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5-1-2．みどりに関する普及啓発                        

様々な媒体を用いて、みどりに関する広報活動の充実を図るとともに、講習会など気

軽に参加することができる機会をつくることで、普及啓発を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ちょこっと空間づくり講習会 

ピンバッジやシンボルマークにより、「世田谷みどり
33」に関する取り組みについて周知します。 
 

書籍やグッズの販売により、身近な
自然や歴史的文化遺産の保全等に
ついて普及啓発を進めます。 
 

トラスト通信や情報誌の発行、ホーム
ページの運営、メールマガジンなどに
より、普及啓発を進めます。 
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5-1-3．みどりの再生利用                           

環境に配慮した持続可能な社会の実現を支えるために、区民や活動団体、事業者との

連携により、緑化廃棄物や生ごみを再生利用するなど、資源を循環させるための取り組

みを進めます。 

また、様々な事情からやむを得ず伐採した樹木などを活かし、利用する仕組みづくり

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌑剪定枝などの再生 

剪定枝については、他の市町村との連携を図りながら、堆肥やエネルギー源として再

生利用を進めます。 

 

🌑落ち葉などの再生 

落ち葉については、玉川台二丁目五郎様の森緑地、成城三丁目緑地などで、落ち葉か

ら腐葉土をつくり、花づくり等の肥料やカブトムシの飼育に役立てているほか、きたみ

ふれあい広場では、落ち葉を集めて落ち葉プールをつくり、子どもたちが落ち葉の感触

を楽しみながら遊べる工夫をしています。また、希望する区民に落ち葉を配布し、腐葉

土づくりなどへの活用につなげています。さらに、地域のみどりを地域で守る取組みと

して、区と活動団体との協働により、落ち葉ひろいリレーを展開しています。 

引き続き、みどりの恵みや落ち葉への理解を得ていく取り組みを広げていくとともに、

落ち葉をより活用する方法を検討します。 

 

 

 

  

二子玉川公園では、園内のカフェと近隣の園
芸事業者との協働で、コーヒーから出た豆か
すで堆肥をつくり、公園内のナチュモコガー
デンで利用しています。 

東急電鉄では、生ごみを利用してみみずコンポスト
で堆肥をつくり、山下駅の花壇で利用しています。 

落ち葉だめ 

みみずコンポスト 
ナチュモコガーデン 
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■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

みどりの役割などについて理解を深めます。また、みどりの

保全や創出に努め、やむを得ず伐採する場合は、利用します。 

事業者 
生物多様性に配慮したみどりなど、良好なみどりのあり方を

提案します。みどりの再生資源化などに協力します。 

世田谷区 
リサイクルの仕組みの運用と拡充を検討します。 

様々な機会や媒体を活用した普及啓発を進めます。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

様々な機会や媒体を活用した普及啓発を進めます。 

  

■剪定枝などをリサイクルする流れ（モデルケース） 

① 造園業者等事業者が切った剪定 
枝などを区内の積替施設へ運ぶ 

公園など 
造園業者等 

再生利用可能なもの

（枝・葉・草） 

② 積替施設に集められた剪定枝などを大型 
車両に積み、中間処理施設（他市町村） 
へ運ぶ 

積替施設 

③ 中間処理施設で破砕処理を行い、細かくする 

中間処理施設 

④ 堆肥やバイオマス燃料としてリサイクル 

牛糞と混ぜて堆肥にして

います。 
また、チップ化された剪

定枝は、燃やせばエネル

ギー源にもなります。 

堆肥 

※写真のたい肥は一例です。 

⑤ 畑や区の植栽地などで活用  

区と他市町村との 
自治体間協議 
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５-２．みどりのために行動する人材の育成 
 

みどりの街づくりは一過性のものではなく、継続した取り組みが必要です。同時に、その取

り組みを今の世代だけでなく、次の世代へとつないでいくことが大切です。 

将来にわたって、多様な世代がみどりに持続的に関わっていくことができるよう、多世代に

わたってより多く育成していくとともに、そのような人材が活躍できる場をつくる取り組みを

進めます。 

 

 

5-2-1．みどりと関わる体験・学習機会の拡充                  

多摩川や野川で実施されている自然観察会は、身近な自然や生きものにふれ、学ぶ貴

重な機会です。親子がみどりについて関心を持ち、楽しみながら体験し、理解を深め学

ぶことができる機会や場づくりに努めます。 

特に、次代を担う子どもたちに対して、乳幼児期から身近な場所で自然とふれあえる

場や外遊びができる機会を推進するとともに、学校の地域学習との連携や、生涯学習等

と連携した学習機会の拡充を図ります。また、自然体験・外遊びの推進のために、各活

動団体・支援者のネットワークづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多摩川を活用した水辺の楽校
（せたがや水辺の楽校） 

生きものの拠点において、身近な自然や生きものについて
学ぶことができる、一連のプログラムをつくる 

多様な生きものが生息・生育

できる環境づくり 

・観察会の開催 

ビジターセンター 

・講習会などの開催 

・区民活動の場 

■自然観察の場のイメージ 

みどりの出前講座 
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5-2-2．みどりと関わる人材の育成                        

みどりや自然体験を支える活動の輪を区民や団体、事業者へさらに広げていくために、

みどりや自然体験に関する活動を担う人材の育成や人材の活用を進めていきます。 

また、気軽にボランティアなどに参加することができる機会や場づくりに努め、活動

のすそ野を広げるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

みどりに関するボランティア養成講座やイベントに参加し

ます。 

世田谷区 
みどりの街づくりに関わる、体験・学習の場づくりや気軽に

参加できる様々な機会を拡充します。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

世田谷トラストまちづくり大学の開催などを通じて、区民参

加の底辺を広げ、担い手を育成します。 

  

みどりの推進員 緑化講習会 世田谷トラストまちづくり大学 
写真提供：（一財）世田谷トラストまちづくり 
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５-３．みどりとともにある歴史・文化の継承 
 

世田谷のみどりは、人々の暮らしの中で育まれてきました。歴史や文化は、特別なものでは

なく、人々の営みの積み重ねそのものであるといえます。私たちが継承しているみどりや新た

につくり出したみどりは、次の世代の歴史や文化となって息づいていくものです。 

このような意識のもとに、みどりとともにある歴史や文化への理解を深め、文化財などとそ

れを取り巻く環境を一体的に保存・活用し、歴史や文化を継承していく取り組みを進めます。 

 

 

5-3-1．みどりとともにある歴史・文化の継承                   

世田谷の文化財やそれをとりまく風景・自然環境を保存・活用するために、ＩＣＴ技

術を活用した情報発信のしくみを構築し、広く区民への情報発信に努めるとともに、子

どもたちの学習を支援します。 

また、世田谷らしい農の継承として、「せたがやそだち」の消費拡大による地産地消を

推進し、伝統野菜を継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特に役割を担う主体 

主 体 役 割 

区民 

活動団体 

地域ごとに開催される伝統行事や講習会に積極的に参加し

ます。また、民家園や資料館の事業への参加を通して、みど

りとともにある歴史や文化を伝えていきます。 

世田谷区 
地域の歴史や文化を伝える機会を充実させます。また、みど

りと一体となった文化財などの保存と活用を進めます。 

(一財)世田谷トラスト 

まちづくり 

地域の歴史や文化を伝える資源と一体となったみどりの活

用をボランティアや活動団体とともに推進します。 

  

国分寺崖線ととともにあった環境
を保全した成城みつ池・旧山田邸 

農作業体験を通じて、子どもたちに自然
と農業への理解を深めてもらうために実
施している田植え（次大夫堀公園） 
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第➎章  

エリア別の取り組み 
 

エリア別の取り組みを世田谷地域、北沢地域、玉川地域、砧地域、烏山地域ごとに示

し、地域の特性を活かした個性あるみどりの街づくりを進めます。 

 
 

■エリア区分 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

多摩川・国分寺崖線エリア 

市街地エリア 

住宅地エリア 
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１．世田谷地域（主に市街地エリア） 
（１）みどりの現況 

みどりの概況 
大半が「市街地エリア」に位置しており、高密な市街地で、小規模な敷地が多く、５地
域の中で最も少ない地域です。 

みどり率・公園面積の推移 

 2006 年度 
(H18 年度) 

2011 年度 
(H23 年度) 

2016 年度 
(H28 年度) 

 みどり率 17.48％ 16.67％ 17.38％ 

区民１人当たりの公園面積 1.32 ㎡／人 1.31 ㎡／人 1.26 ㎡／人 

 

（２）みどりの街づくりの取り組み 

みどりの街づくりの方向 
みどりが少ない市街地においてみどりを確保し、また防災性の向上を図るために、みど
りの軸（烏山川緑道・蛇崩川緑道など）、みどりの拠点、社寺のみどりを大切に活かし、
住宅地エリアの小規模でも多様なみどりをつなぎ、安全で快適な街をめざします。 

みどりの街づくりの取り組み 

 区役所一帯みどりの拠点では、区役所におけるみどりの確保や若林公園の整備を図

るとともに、点在するみどりのつながりを強めます。 

 三宿の森緑地みどりの拠点では、周辺のみどりの保全・創出を促進します。 

 桜丘すみれば自然庭園一帯みどりの拠点では、農地保全重点地区（桜丘地区）を中

心として、点在する農地の保全に努めるほか、農業公園の整備や農体験の場として

の活用などを進めます。 

 公園緑地が不足している地域を中心として、公園緑地の配置に努めるほか、誰もが

身近に利用できる施設の整備を進めます。 

 蛇崩川緑道などの緑道の整備を進めるとともに、烏山川緑道を含めて緑道をみどり

の軸として、農地や社寺などの樹林、街路樹のある道路と民有地のみどりを保全・

創出し、みどりのネットワークの形成をめざします。 

 実相寺、駒留八幡神社、西澄寺などの社寺林や、屋敷林などの樹林・樹木を大切に

守ります。 

 大規模住宅団地の建替えにあたり、みどりの保全・創出や公園の配置などを図ると

ともに、みどり豊かで良好な住環境の形成を誘導します。 

 まとまりのある住宅地や商店街などにおいて、地区計画・地区街づくり計画の策定・

推進などにより、敷地の細分化の防止やみどりの保全・創出などを図るルールづく

りを進めます。 

 世田谷線・小田急線沿線の緑化を促進します。 

 みどりの少ない市街地において、花壇づくりや生垣緑化、屋上緑化・壁面緑化など、

多様なみどりづくりを促進します。 
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２．北沢地域（主に市街地エリア） 
（１）みどりの現況 

みどりの概況 

大半が「市街地エリア」に位置しており、高密な市街地で、小規模な敷地が多く、全体

的にみどりが少ない地域です。 

みどり率・公園面積の推移 

 2006 年度 
(H18 年度) 

2011 年度 
(H23 年度) 

2016 年度 
(H28 年度) 

 みどり率 18.68％ 17.06％ 17.35％ 

区民１人当たりの公園面積 1.14 ㎡／人 1.14 ㎡／人 1.11 ㎡／人 

 

（２）みどりの街づくりの取り組み 

みどりの街づくりの方向 
防災性の向上を図るために、みどりの軸（北沢川緑道など）、小田急線上部利用空間、
みどりの拠点、社寺などのみどりを大切に活かし、住宅地エリアの小規模でも多様なみ
どりがつながる街をめざします。 

みどりの街づくりの取り組み 

 桜上水一帯みどりの拠点では、一帯の農地保全重点地区（桜上水地区）を中心とし

て、点在する農地の保全に努めるほか、農業公園の整備や農体験の場としての活用

などを進めます。また、広域避難場所としての機能維持・向上のため、オープンス

ペースの確保やみどりの保全を図ります。 

 区役所一帯みどりの拠点では、点在するみどりのつながりを強めます。 

 三宿の森緑地みどりの拠点では、森厳寺、北沢八幡神社とのつながりを強めるとと

もに、周辺のみどりの保全・創出を促進します。 

 公園緑地が不足している地域を中心として、公園緑地の配置に努めるほか、誰もが

身近に利用できる施設の整備を進めます。 

 小田急線地下化に伴う上部空間を利用して、防災性の向上を図るとともに、散策路

となるみどりの創出を進めます。 

 北沢川緑道・玉川上水緑道・玉川上水第二緑道などをみどりの軸として、農地や社

寺などの樹林、街路樹のある道路と民有地のみどりを保全・創出して、みどりのネ

ットワークの形成をめざします。 

 六所神社、善性寺、代田八幡神社などの社寺林や、屋敷林などの既存の樹林・樹木

を大切に守ります。 

 大規模住宅団地の建替えにあたり、みどりの保全・創出や公園の配置などを図ると

ともに、みどり豊かで良好な住環境の形成を誘導します。 

 まとまりのある住宅地や商店街などにおいて、地区計画・地区街づくり計画の策定・

推進などにより、敷地の細分化の防止やみどりの保全・創出などを図るルールづく

りを進めます。 

 世田谷線・小田急線・京王線・京王井の頭線沿線の緑化を促進します。 

 みどりの少ない市街地において、花壇づくりや生垣緑化、屋上緑化・壁面緑化など、

多様なみどりづくりを促進します。 
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３．玉川地域（多摩川・国分寺崖線エリア、住宅地エリア） 
（１）みどりの現況 

みどりの概況 

「多摩川・国分寺崖線エリア」と「住宅地エリア」にまたがっており、多摩川や国分寺

崖線が位置しており、比較的みどりが多い地域です。 

みどり率・公園面積の推移 

 2006 年度 
(H18 年度) 

2011 年度 
(H23 年度) 

2016 年度 
(H28 年度) 

 みどり率 26.49％ 26.46％ 27.32％ 

区民１人当たりの公園面積 3.76 ㎡／人 3.66 ㎡／人 3.87 ㎡／人 

 

（２）みどりの街づくりの取り組み 

みどりの街づくりの方向 

多摩川と国分寺崖線が一体となった骨格的なみどりの軸やみどりの軸（呑川緑道・谷沢

川など）、みどりの拠点を守りながら、住宅地エリアの農地を含む中・小の多様なみど

りを活かした街をめざします。 

みどりの街づくりの取り組み 

 国分寺崖線保全整備地区内におけるみどりの保全と創出を強化します。また、野毛

三丁目の豊かな自然的環境及び歴史・文化が培われた環境を将来にわたり保全する

よう努めます。 

 多摩川の自然環境を保全するとともに、多摩川の自然に親しみ、学ぶことができる

場としての活用を進めます。 

 馬事公苑・東京農業大学一帯みどりの拠点では、馬事公苑において「国際スポーツ

交流の軸」のひとつとして、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会後も、

レガシー（遺産）として継承していきます。また、上用賀公園については、「スポ

ーツとレクリエーション」があいまった公園の拡張整備を進めます。 

 等々力渓谷・玉川野毛町公園みどりの拠点では、公園の拡張整備を進めます。 

 二子玉川公園・上野毛自然公園みどりの拠点では、民有地のみどり緑地協定や環境

評価認証を活かしながら、生態系の保全や、環境教育の場やみどりに親しめる場と

してさらに活用を進めます。 

 公園緑地が不足している地域を中心として、公園緑地の配置に努めるほか、誰もが

身近に利用できる施設の整備を進めます。 

 点在する農地の保全に努めるとともに、農地保全重点地区（中町・深沢・等々力地

区、瀬田地区）では、農業公園の整備や農体験の場として活用します。 

 呑川・谷沢川・丸子川・九品仏川緑道などをみどりの軸として、農地や社寺などの

樹林、街路樹のある道路と民有地のみどりを保全・創出して、みどりのネットワー

クの形成をめざします。 

 無量寺、瀬田玉川神社、玉川神社、満願寺、宇佐神社、奥沢神社などの社寺林や、

屋敷林などの既存の樹林・樹木を大切に守ります。 

 大規模住宅団地の建替えにあたり、みどりの保全・創出や公園の配置などを図ると

ともに、みどり豊かで良好な住環境の形成を誘導します。 

 まとまりのある住宅地や商店街などにおいて、地区計画・地区街づくり計画の策定・

推進などにより、敷地の細分化の防止やみどりの保全・創出などを図るルールづく

りを進めます。 

 東急大井町線・東横線・目黒線沿線の緑化を促進します。 
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４．砧地域（多摩川・国分寺崖線エリア、住宅地エリア） 
（１）みどりの現況 

みどりの概況 

「多摩川・国分寺崖線エリア」と「住宅地エリア」にまたがっており、多摩川や国分寺

崖線が位置しており、最もみどりが多い地域です。 

みどり率・公園面積の推移 

 2006 年度 
(H18 年度) 

2011 年度 
(H23 年度) 

2016 年度 
(H28 年度) 

 みどり率 34.99％ 33.74％ 34.05％ 

区民１人当たりの公園面積 7.17 ㎡／人 7.20 ㎡／人 6.84 ㎡／人 

 

（２）みどりの街づくりの取り組み 

みどりの街づくりの方向 

多摩川と国分寺崖線の骨格的なみどりの軸やみどりの軸（仙川・谷戸川など）、みどり

の拠点を守りながら、住宅地エリアの農地を含む中・小の多様なみどりを活かした街を

めざします。 

みどりの街づくりの取り組み 

 国分寺崖線保全整備地区内におけるみどりの保全と創出を強化します。 

 多摩川の自然環境を保全するとともに、多摩川に自然に親しみ、学ぶことができる

場としての活用を進めます。 

 点在する農地の保全に努めるとともに、農地保全重点地区（喜多見・宇奈根地区）

では、農業公園の整備や農体験の場としての活用などを進めます。農の風景育成地

区では、農の風景を楽しめる散策ルートの活用を進めます。 

 東京外かく環状道路東名ジャンクション（仮称）整備に伴い、その施設や上部空間

等、周辺を含めて積極的にみどり空間の整備を進めます。 

 成城みつ池緑地一帯みどりの拠点では、緑地の拡大、野川の多自然河川整備などを

進めます。 

 祖師谷公園みどりの拠点では、都立公園の整備を促進するよう働きかけていきま

す。 

 砧公園一帯みどりの拠点では、大蔵緑地の整備により、仙川と一体となった拠点づ

くりを進めます。 

 公園緑地が不足している地域を中心として、公園緑地の配置に努めるほか、誰もが

身近に利用できる施設の整備を進めます。 

 烏山緑道や仙川・谷戸川などをみどりの軸として、農地や社寺などの樹林、街路樹

のある道路と民有地のみどりを保全・創出して、みどりのネットワークの形成をめ

ざします。 

 氷川神社、慶元寺、円光寺などの社寺林や、屋敷林などの既存の樹林・樹木を大切

に守ります。 

 大規模住宅団地の建替えにあたり、みどりの保全・創出や公園の配置などを図ると

ともに、みどり豊かで良好な住環境の形成を誘導します。 

 まとまりのある住宅地や商店街などにおいて、地区計画・地区街づくり計画の策定・

推進などにより、敷地の細分化の防止やみどりの保全・創出などを図るルールづく

りを進めます。 

 小田急線沿線の緑化を促進します。 
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小田急線沿線の 

緑化の促進 

団地の建替えに
あわせたみどり
の保全・創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N 

０     500ｍ    1000ｍ             2000ｍ 

祖師ヶ谷大蔵 

成城学園前 

喜多見 

千歳船橋 

成城学園一帯 

砧公園一帯 

特別緑地保全地区・特別保護区 

市民緑地 

社寺などのまとまりのあるみどり（主なもの） 

国分寺崖線保全整備地区 

農地保全重点地区 

岡本静嘉堂 

緑地一帯 

祖師谷公園 

周辺のみどりを 

含めた農の育成・

にぎわいの形成 

外環道東名ジャン

クション（仮称）の

上部空間等及び周

辺地域を含めたみ

どり空間の整備 

祖師谷公園の拡張整備 

成城みつ池 
特別緑地保全地区 

岡本一丁目 
谷戸の坂市民緑地 

みどりの軸（緑道等） 

みどりの軸（河川・開渠） 

みどりの幹線軸（幹線道路の街路樹） 

みどりの拠点 

成城四丁目 
発明の杜市民緑地 

成城四丁目十一山 
特別緑地保全地区・市民緑地 

凡例 

成城三丁目 
こもれびの庭市民緑地 

成城三丁目 
なかんだの坂市民緑地 

外環道東名ジャン

クション（仮称）

の上部空間等 

及び周辺地域 

次大夫堀 

公園一帯 

 

成城三丁目 
崖の林特別緑地保全地区・ 

市民緑地 

喜多見五丁目 
竹山市民緑地 

多摩川に親しみ、学ぶこ

とができる場としての

活用 

（せたがや水辺の楽校） 

成城みつ池緑地一帯 

円光寺 

氷川神社 

慶元寺 

喜多見公園 

団地の建替えに
あわせたみどり
の保全・創出 
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５．烏山地域（住宅地エリア） 
（１）みどりの現況 

みどりの概況 

大半が「住宅地エリア」に位置しており、北部の寺町一帯には、社寺林が多く分布して

います。 

みどり率・公園面積の推移 

 2006 年度 
(H18 年度) 

2011 年度 
(H23 年度) 

2016 年度 
(H28 年度) 

 みどり率 27.69％ 25.80％ 26.45％ 

区民１人当たりの公園面積 1.98 ㎡／人 2.10 ㎡／人 2.02 ㎡／人 

 

（２）みどりの街づくりの取り組み 

みどりの街づくりの方向 

みどりの軸（仙川など）、みどりの拠点を守りながら、住宅地エリアの農地を含む中・

小の多様なみどりを活かした街をめざします。 

みどりの街づくりの取り組み 

 給田一丁目一帯みどりの拠点では、広域避難場所としての機能維持・向上のため、

オープンスペースの確保やみどりの保全を図るとともに、みどり豊かで良好な住環

境の形成を誘導します。 

 烏山寺町周辺みどりの拠点では、社寺などのまとまりのある樹林を大切にするとと

もに、歴史を感じさせる風景の保全に努めます。また、広域避難場所としての機能

維持・向上のため、オープンスペースの確保やみどりの保全を図ります。 

 祖師谷公園みどりの拠点では、都立公園の整備を促進するよう働きかけていきま

す。 

 公園緑地が不足している地域を中心として、公園緑地の配置に努めるほか、誰もが

身近に利用できる施設の整備を進めます。 

 水無川などの水路跡などをみどりの軸として、歩行者のみちづくりと周辺のみどり

の保全・創出を図り、みどりのネットワークの形成をめざします。 

 点在する農地の保全に努めるとともに、農地保全重点地区（北烏山・給田地区、上

祖師谷地区）では、農体験の場としての活用などを進めます。 

 烏山神社、上祖師谷神明社などの社寺林や、屋敷林、竹林などの既存の樹林・樹木

を大切に守ります。 

 大規模住宅団地の建替えにあたり、みどりの保全・創出や公園の配置などを図ると

ともに、みどり豊かで良好な住環境の形成を誘導します。 

 まとまりのある住宅地や商店街などにおいて、地区計画・地区街づくり計画の策定・

推進などにより、敷地の細分化の防止やみどりの保全・創出などを図るルールづく

りを進めます。 

 京王線沿線の緑化を促進します。 
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千歳烏山 

芦花公園 

上北沢 

烏山寺町一帯 

桜上水 

団地の建替えに
あわせたみどり
の保全・創出 

松沢病院 

北烏山四丁目 
梅林市民緑地 

烏山弁天池 
特別緑地保全地区・ 

特別保護区 

北烏山九丁目屋敷林 
特別緑地保全地区・
市民緑地 

八幡山 

給田一丁目一帯 蘆花恒春園・ 

希望丘公園一帯 

広域避難場所の
機能を維持・向
上するオープン
スペースの確保 

祖師谷公園 

N 
祖師谷公園の拡張整備 

０      500ｍ     1000ｍ                2000ｍ 

特別緑地保全地区・特別保護区 

市民緑地 

社寺などのまとまりのあるみどり（主なもの） 

国分寺崖線保全整備地区 

農地保全重点地区 

みどりの軸（緑道等） 

みどりの軸（河川・開渠） 

みどりの幹線軸（幹線道路の街路樹） 

みどりの拠点 

広域避難場所の
機能を維持・向
上するオープン
スペースの確保 

京王線沿線の緑化の促進 

みどりの環境を
維持・育成した
街づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

烏山神社 

上祖師谷神明社 



 

103 

 

６．基本方針とみどりの街づくりの取り組みの関係 
 

 
           基本方針・取り組み方針 

 

地域・取り組み 

基本方針１ 
水循環を支えるみどりを 
保全する 
 

 

1－1 1－2 1－3 1－4 

世
田
谷
地
域 

 みどりの拠点づくり（区役所一帯、桜丘すみれば自然庭園一帯など）     

 

 農地の保全・活用   ●  
 公園緑地の配置・整備     
 緑道と周辺のみどりを保全・活用したネットワークの形成     
 社寺林・屋敷林などの保全    ● 
 公的住宅団地などの建替えにあわせたみどりの保全・創出     
 地区計画・地区街づくり計画によるみどりのルールづくり    ● 
 鉄道沿線の緑化の促進     
 花壇づくり、生垣緑化、屋上緑化・壁面緑化などの多様なみどりづくりの促進     

北
沢
地
域 

 みどりの拠点づくり（桜上水一帯、区役所一帯、三宿の森緑地一帯など）   ●  

 

 公園緑地の配置・整備     
 小田急線上部空間を利用したみどりの創出     
 緑道と周辺のみどりを保全・活用したネットワークの形成     
 社寺林・屋敷林などの保全    ● 
 公的住宅団地などの建替えにあわせたみどりの保全・創出     
 地区計画・地区街づくり計画によるみどりのルールづくり    ● 
 鉄道沿線の緑化の促進     
 花壇づくり、生垣緑化、屋上緑化・壁面緑化などの多様なみどりづくりの促進     

玉
川
地
域 

 国分寺崖線の保全 ● ●   

 

 多摩川の自然環境の保全と、多摩川に親しみ、学ぶ場としての活用  ●   
 みどりの拠点づくり（馬事公苑・東京農業大学一帯、等々力渓谷・玉川野毛町

公園、二子玉川公園・上野毛自然公園など） 
●    

 公園緑地の配置・整備     
 農地の保全・活用   ●  
 河川・緑道と周辺のみどりを保全・活用したネットワークの形成  ●   
 社寺林・屋敷林などの保全    ● 
 公的住宅団地などの建替えにあわせたみどりの保全・創出    ● 
 地区計画・地区街づくり計画によるみどりのルールづくり    ● 
 鉄道沿線の緑化の促進     

砧
地
域 

 国分寺崖線の保全 ● ●   

 

 多摩川の自然環境の保全と、多摩川に親しみ、学ぶ場としての活用  ●   
 みどりの拠点づくり（外環道東名ジャンクション（仮称）の上部空間等及び周

辺地域など） 
●    

 農地の保全・活用と、農の風景育成地区における散策ルートの活用   ●  
 みどりの拠点づくり（成城みつ池緑地一帯、祖師谷公園、砧公園一帯） ● ●   
 公園緑地の配置・整備     
 河川・緑道と周辺のみどりを保全・活用したネットワークの形成  ●   
 社寺林・屋敷林などの保全    ● 
 公的住宅団地などの建替えにあわせたみどりの保全・創出    ● 
 地区計画・地区街づくり計画によるみどりのルールづくり    ● 
 鉄道沿線の緑化の促進     

烏
山
地
域 

 みどりの拠点づくり（給田一丁目一帯、烏山寺町一帯、祖師谷公園など）     

 

 公園緑地の配置・整備     
 河川・緑道と周辺のみどりを保全・活用したネットワークの形成  ●   
 農地の保全・活用   ●  
 社寺林・屋敷林などの保全    ● 
 公的住宅団地などの建替えにあわせたみどりの保全・創出    ● 
 地区計画・地区街づくり計画によるみどりのルールづくり    ● 
 鉄道沿線の緑化の促進     
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 基本方針２ 
核となる魅力ある 
みどりを創出する 

基本方針３ 
街なかに多様なみどりを 
つくり、つなげる 

基本方針４ 
みどりと関わ
る活動を増や
し、連携する 

基本方針５ 
みどりと関わる暮ら
しを楽しみ、伝える 

2－1 2－2 2－3 3－1 3－2 3－3 3－4 3－5 4－1 4－2 5－1 5－2 5－3 

 

● ●      ●  ● ●   
         ●    
● ● ●     ●  ●    
  ● ● ●   ●      
        ● ●   ● 
             
   ●    ●      
   ● ●         
   ● ● ●        

 

● ●      ●  ● ●   
● ● ●     ●  ●    
     ●        
  ● ● ●   ● ●     
         ●   ● 
             
   ●    ●      
   ● ●         
   ● ● ●        

 

 

      ●   ●    
      ●   ●  ●  

● ● 
 
 

   ● ●  ● ●   

● ● ●     ●  ●    
         ●    
  ● ● ●   ●      
        ● ●   ● 
             
   ●    ●      
   ● ●         

 

      ●   ●    
      ●   ●  ●  

● ● 
 
 

  ●  ●      

         ● ●  ● 
● ●     ● ●  ● ●  ● 
● ● ●     ●  ●    
  ● ● ●   ●      
        ● ●   ● 
             
   ●    ●      
   ● ●         

 

● ●      ●  ● ●   
● ● ●     ●  ●    
  ● ● ●   ●      
         ●    
        ● ●   ● 
             
   ●    ●      
   ● ●         
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第❻章  

実現に向けて 
 

１．取り組みの推進体制と主体の役割 
（１）推進体制 

本計画で位置付けた取り組みは、区民、活動団体、事業者、教育機関・研究機関、（一

財）世田谷トラストまちづくり、世田谷区、国・東京都・関係自治体などの多様な主体

の連携を図りながら推進していくものとします。 

 

 

 

■各推進主体の連携のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動団体 区民のグループ 教育機関 

研究機関 

事業者 

世田谷区 

国 東京都 関係自治体 

区民 

(一財)世田谷トラストまちづくり 

参加 
連携 

連携 連携 

連携 

参加 



 

106 

 

（２）各主体の役割 

①区民・活動団体 

区民は、みどりの大切さを理解し、地域のみどりの状況に関心を持つことが大切です。

また、みずから率先してみどりを守り育て、適切に管理することによって、「世田谷みど

り 33」に関わっていくとともに、グループや活動団体への参加などを通して、みどりの

活動を実践していくことが期待されます。 

活動団体は、それぞれの活動を持続していくとともに、活動団体同士の連携も進める

ことが期待されます。 

 

 

②事業者 

事業者は、CSR（企業の社会的責任）の観点から、事業活動をとおして地域や社会に

貢献していくことが求められています。このため、事業者は、区のみどりと大きく関わ

っている主体であることを自覚し、区とともに「世田谷みどり 33」を先導していく役割

を果たしていくことが重要です。 

区内では、みどりの保全・創出において、先進的な取り組みも行われており、今後に

おいても、そのような取り組みの実践のほか、区民や活動団体などと連携し、支援する

役割も期待されます。 

さらに、事業者は、公園の魅力向上や農地の活用など、みどりを活かした新たな事業

活動を展開する役割や一定の広がりのある区域における一体的な街づくりのマネジメ

ントなどを進める主体としての役割が重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③教育機関・研究機関 

教育機関・研究機関は、地域のみどりに関する情報の蓄積・管理・発信を積極的に行

うとともに、みどりに関わる人材の育成や派遣を実施します。 

特に、大学においては区との連携を強化し、みどりを活用した研究・教育の実施や人

材交流などの取り組みを進めることが期待されます。 

 

 

二子玉川駅周辺の商業施設では、多摩川と国分

寺崖線の環境をつなぐ生態系ネットワークを

形成するよう、建築物と一体となった様々なみ

どりの環境が創出されています。 
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④（一財）世田谷トラストまちづくり 

（一財）世田谷トラストまちづくりは、都市緑地法に基づくみどり法人（緑地保全・

緑化推進法人）として、区と連携しながら、民有緑地の保全・管理活動や地域のみどり

に関する情報の蓄積・管理・発信とともに、区民のみどりに関する啓発活動や支援活動

をより強化していきます。 

 

 

⑤世田谷区 

世田谷区は、庁内の連携のもと、公園緑地の整備における質の高いみどりの保全・整

備や、道路、学校、公共・公益施設におけるみどりの確保を進めるなど、「世田谷みどり

33」を進める主体の中心として、積極的に取り組みを進める責務があります。 

それを実現するために、世田谷区公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月）におい

て、都市基盤施設（道路、橋梁、水路、公園）に投資する財政目標を、年間 180～200

億円程度（整備費、保全・更新経費の総額）としています。なお、財源については国や

都からの交付金や補助金、世田谷区みどりのトラスト基金への寄附金募集、世田谷区民

債の発行などにより、資金確保に努めるほか、新たな資金確保を検討します。 

さらに、区民や活動団体、事業者などのみどりづくりの取り組みを支援し、相互の理

解と協力の関係を築き、主体を結びつける役割を果たします。また、国・東京都や関係

自治体との情報共有などを含め、連携の強化に努めます。 
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２．計画の進行管理 
（１）みどりの基本計画行動計画 

第４章で示した取り組み内容のうち、特に区が主体となって実施するものについては、

「みどりの行動計画」を策定します（PLAN）。 

行動計画では、基本計画の個別の取り組みの内容について、どの所管がいつ実施する

かという観点で年次計画として示し、計画を推進します（DO）。 

行動計画は、みどりの基本計画の計画期間の 10 年間において、取り組みの足固め、

定着、発展・充実を図る各ステップを念頭に置きながら策定します。 

 

（２）進行管理 

「みどりの行動計画」は、区が年度ごとに個別取り組みの進捗状況を把握し、環境審

議会に報告しつつ、庁内において評価・検証し、（CHECK）。そのうえで個別取り組みを

改善し（ACTION）、計画を確実に進めます。また、個別取り組みは、機会を捉えて関係

する区民の意見を聴きながら進めていきます。 

さらに、区の実施計画の見直しや社会情勢の変化などに応じて個々の取り組みを評

価・検証して、次期行動計画に反映します（PLAN）。次期行動計画の策定にあたっては、

区民の意見を参考にし、環境審議会に意見を聴くものとします。 

なお、「みどりの行動計画」は、関連性の高い「生きものつながる世田谷プラン行動計

画」と一体的に進行を管理します。 

 

■進行管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 行動計画の策定 

Do 個別取り組みの実施 
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（仮称）世田谷区みどりの基本計画 

(素案) 
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